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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来の携帯端末等は、収集された行動情報を、
他の情報と連携させて、ユーザの利用に供する有用な情
報に加工することが不得手であった。
【解決手段】情報端末は、使用者の行動情報を収集する
行動特定部と、収集された行動情報の変化を検出する第
１検出部と、検出された変化に対応する行動の頻度に基
づいて、行動に関連する情報を提供する情報提供部とを
備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置情報を取得する位置情報取得部と、
　時刻情報を取得する時刻情報取得部と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　音または音声を記録する記録部と、
　前記位置情報取得部で取得した前記位置情報、前記時刻情報取得部で取得した前記時刻
情報、前記生体情報取得部で取得した前記生体情報のいずれかに基づいて、前記記録部に
記録された前記音または前記音声を出力する音出力部と、
を備える装置。
【請求項２】
　前記位置情報から距離情報、または、前記位置情報と前記時刻情報とから移動速度の情
報または単位時間あたりの移動速度の情報を出力する出力部を備え、
　前記音出力部は、前記距離情報、前記移動速度の情報または前記単位時間あたりの移動
速度の情報に基づいて、音または音声を出力する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記出力部は前記位置情報から経路情報を出力し、
　前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路情報、前記移動
速度の情報または前記単位時間あたりの移動速度の情報を表示する表示部を備える請求項
２に記載の装置。
【請求項４】
　加速度情報を取得する加速度情報取得部と、
　角速度情報を取得する角速度情報取得部と、
を備え、
　前記音出力部は、前記加速度情報取得部で取得した前記加速度情報、または前記角速度
情報取得部で取得した前記角速度情報に基づいて、前記音または前記音声を出力する請求
項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記出力部は、前記加速度情報または前記角速度情報に基づいて、足の運びの情報、ま
たは腕の振りの情報を出力し、
　前記音出力部は、前記足の運びの情報または前記腕の振りの情報に基づいて、前記音ま
たは前記音声を出力する請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記表示部は、前記足の運びの情報、または前記腕の振りの情報を表示する請求項５に
記載の装置。
【請求項７】
　前記記録部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報または前記単位時間あたりの移動速度の情報、前記足の運びの
情報または前記腕の振りの情報を記録する請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報または前記単位時間あたりの移動速度の情報、前記足の運びの
情報または前記腕の振りの情報を比較可能に表示する請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記記録部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報または前記単位時間あたりの移動速度の情報、前記足の運びの
情報または前記腕の振りの情報それぞれの履歴情報を記録する請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記表示部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報または前記単位時間あたりの移動速度の情報、前記足の運びの
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情報または前記腕の振りの情報それぞれの履歴情報を比較可能に表示する請求項９に記載
の装置。
【請求項１１】
　前記記録部に記録された情報を外部機器に送信する送信部を備える請求項７から１０の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記生体情報取得部は、筋肉の状態、血圧、心拍数、脈拍、発汗量、体温のうち少なく
とも１つを取得する請求項１から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　位置情報を取得する位置情報取得手順と、
　時刻情報を取得する時刻情報取得手順と、
　生体情報を取得する生体情報取得手順と、
　音または音声を記録する記録手順と、
　前記位置情報取得手順で取得した前記位置情報、前記時刻情報取得手順で取得した前記
時刻情報、前記生体情報取得手順で取得した前記生体情報のいずれかに基づいて、前記記
録手順で記録された前記音または前記音声を出力する音出力手順と
を実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　位置情報を取得する位置情報取得手順と、
　時刻情報を取得する時刻情報取得手順と、
　生体情報を取得する生体情報取得手順と、
　音または音声を記録する記録手順と、
　加速度情報を取得する加速度情報取得手順と、
　角速度情報を取得する角速度情報取得手順と、
　前記位置情報取得手順で取得した前記位置情報、前記時刻情報取得手順で取得した前記
時刻情報、前記生体情報取得手順で取得した前記生体情報、前記加速度情報取得手順で取
得した前記加速度情報、および前記角速度情報取得手順で取得した前記角速度情報のいず
れかに基づいて、前記記録手順で記録された前記音または前記音声を出力する音出力手順
と
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報端末、情報提供サーバ及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ユーザをアシストする携帯情報端末が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。例えば、特許文献１には、使用者が装着している撮像機能付きの携帯情報端末が
自動的に定期的な画像撮像を実行することにより、使用者の行動履歴を蓄積して、使用者
の思い出を画像データとして残す技術が提案されている。
［先行技術文献］
［特許文献］
　　［特許文献１］　特開２００９－０４９９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の携帯端末等は、収集された行動情報を、他の情報と連携させて、
ユーザの利用に供する有用な情報に加工することが不得手であった。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様に係る情報端末は、使用者の行動情報を収集する収集部と、収集さ
れた前記行動情報の変化を検出する第１検出部と、検出された変化に対応する行動の頻度
に基づいて、行動に関連する情報を提供する情報提供部とを備える。
【０００５】
　本発明の第２の態様に係る情報提供サーバは、使用者の行動情報を収集する情報端末か
ら前記行動情報を受信する受信部と、受信した行動情報の変化を検出する検出部と、検出
された変化に対応する行動の頻度に基づいて、行動に関連する情報をデータベースから抽
出する情報抽出部と、抽出された情報を情報端末へ送信する送信部とを備える。
【０００６】
　本発明の第３の態様に係る制御プログラムは、使用者の行動情報を収集する収集ステッ
プと、収集された行動情報の変化を検出する検出ステップと、検出された変化に対応する
行動の頻度に基づいて、行動に関連する情報を提供する情報提供ステップとをコンピュー
タに実行させる。
【０００７】
　本発明の第４の態様に係る制御プログラムは、使用者の行動情報を収集する情報端末か
ら前記行動情報を受信する受信ステップと、受信した前記行動情報の変化を検出する検出
ステップと、検出された前記変化に対応する行動の頻度に基づいて、前記行動に関連する
情報をデータベースから抽出する情報抽出ステップと、抽出された前記情報を前記情報端
末へ送信する送信ステップとをコンピュータに実行させる。
【０００８】
　本発明の第５の態様に係る情報端末は、使用者の行動情報を収集する収集部と、使用者
の習慣を蓄積する蓄積部と、収集された行動情報における、蓄積された習慣を実行する頻
度の低下に基づいて、習慣に関連する情報を提供する情報提供部とを備える。
【０００９】
　本発明の第６の態様に係る情報提供サーバは、使用者の行動情報を収集する情報端末か
ら行動情報を受信する受信部と、使用者の習慣を蓄積する蓄積部と、受信した行動情報に
おける、蓄積された習慣を実行する頻度の低下に基づいて、習慣に関連する情報をデータ
ベースから抽出する情報抽出部と、抽出された情報を情報端末へ送信する送信部とを備え
る。
【００１０】
　本発明の第７の態様に係る制御プログラムは、使用者の行動情報を収集する収集ステッ
プと、使用者の習慣を蓄積する蓄積ステップと、収集された行動情報における、蓄積され
た習慣を実行する頻度の低下に基づいて、習慣に関連する情報を提供する情報提供ステッ
プとをコンピュータに実行させる。
【００１１】
　本発明の第８の態様に係る制御プログラムは、使用者の行動情報を収集する情報端末か
ら行動情報を受信する受信ステップと、使用者の習慣を蓄積する蓄積ステップと、受信し
た行動情報における、蓄積された習慣を実行する頻度の低下に基づいて、習慣に関連する
情報をデータベースから抽出する情報抽出ステップと、抽出された情報を情報端末へ送信
する送信ステップとをコンピュータに実行させる。
【００１２】
　本発明の第９の態様に係る情報端末は、検索入力を使用者から受け付ける受付部と、蓄
積されている過去の行動情報のうち、検索入力に対応する少なくとも一つの行動情報を提
供する第１提供部と、使用者が行動する時点と、行動する時点以降の少なくとも一方の情
報を提供する第２提供部とを備える。
【００１３】
　本発明の第１０の態様に係る情報提供サーバは、検索入力を情報端末から受信する受信
部と、蓄積されている過去の行動情報のうち、検索入力に対応する少なくとも１つの行動
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情報を抽出して、情報端末へ送信する第１送信部と、使用者が行動する時点と、行動する
時点以降の少なくとも一方の情報を、情報端末へ送信する第２送信部とを備える。
【００１４】
　本発明の第１１の態様に係る制御プログラムは、検索入力を使用者から受け付ける受付
ステップと、蓄積されている過去の行動情報のうち、検索入力に対応する少なくとも一つ
の行動情報を提供する第１提供ステップと、使用者が行動する時点と、行動する時点以降
との少なくとも一方の情報を提供する第２提供ステップとをコンピュータに実行させる。
【００１５】
　本発明の第１２の態様に係る制御プログラムは、検索入力を情報端末から受信する受信
ステップと、蓄積されている過去の行動情報のうち、検索入力に対応する少なくとも１つ
の行動情報を抽出して、情報端末へ送信する第１送信ステップと、使用者が行動する時点
と、行動する時点以降の少なくとも一方の情報を、情報端末へ送信する第２送信ステップ
とをコンピュータに実行させる。
【００１６】
　本発明の第１３の態様に係る情報端末は、使用者の行動情報を収集する収集部と、使用
者のスケジュールを管理するスケジュール管理部と、収集された行動情報と、スケジュー
ル管理部で管理され実行されているスケジュールとの対比に基づいて、スケジュールの実
行可能性を表示する表示部とを備える。
【００１７】
　本発明の第１４の態様に係る制御プログラムは、使用者の行動情報を収集する収集ステ
ップと、収集された行動情報と、使用者のスケジュールを管理するスケジュール管理部で
管理され実行されているスケジュールとの対比に基づいて、スケジュールの実行可能性を
表示する表示ステップとをコンピュータに実行させる。
【００１８】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】パーソナルアシストシステムの機能ブロック図である。
【図２】人物ＤＢの例を示す図である。
【図３】センサデータの例を示す図である。
【図４】行動ＤＢの例を示す図である。
【図５】行動特定部により特定された行動情報の例を示す図である。
【図６】情報端末により実行される、行動情報の収集処理を示すフローチャートである。
【図７】記憶部に記憶された行動情報を利用した処理を示すフローチャートである。
【図８】第１関連情報提供処理の具体的処理を示すフローチャートである。
【図９】スケジュール管理部が管理するスケジュールの例を示す図である。
【図１０】第２の実施形態に係る行動情報を利用した処理を示すフローチャートである。
【図１１】荷物情報に対する行動予測テーブルの例を示す図である。
【図１２】同行者に対する行動予測テーブルの例を示す図である。
【図１３】天気に対する行動予測テーブルの例を示す図である。
【図１４】スケジュールに対する情報提供処理の具体的な処理を示すフローチャートであ
る。
【図１５】関連情報表示処理の具体的な処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲に
かかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合
わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００２１】
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　図１は、本実施形態に係るパーソナルアシストシステム１００のシステム構成を示す機
能ブロック図である。図１に示すように、パーソナルアシストシステム１００は、情報端
末１０と情報提供サーバ７０を備える。
【００２２】
　情報端末１０は、使用者が携帯可能な端末であり、例えば、携帯電話、スマートフォン
、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などの端末である。情報端末１０
の大きさは、例えば胸ポケットに入る程度とされている。使用者は情報端末１０を、クリ
ップにより衣服に装着したり、首からぶら下げたりして携帯する。図１に示すように、情
報端末１０は、操作部１２、加速度検出部１４、生体情報取得部１６、環境取得部２０、
記憶部３０、情報提供部４０及び情報端末制御部５０を備える。
【００２３】
　操作部１２は、キーボード、タッチパネルなどの入力インタフェースを含む。加速度検
出部１４は加速度センサであり、情報端末１０の加速度を検出する。
【００２４】
　生体情報取得部１６は、使用者の生体情報を取得する。生体情報取得部１６は、例えば
、使用者の筋肉の状態（緊張度及び弛緩度）、血圧、心拍数、脈拍、発汗量及び体温など
の生体情報の少なくとも１つを取得する。なお、生体情報を取得する手法としては、例え
ば、特開２００５-２７０５４３号公報や特開２００７-２１５７４９号公報（米国公開２
００７０１９１７１８号明細書）に記載されているような腕時計型を採用できる。この場
合は、情報端末１０とは別体で構成されるので、情報端末１０は生体情報取得部１６で出
力結果を受信する。また、血圧及び脈拍は赤外線を用いた脈波検出センサにより検出すれ
ばよく、心拍数は振動センサにより検出すればよい。また、本実施の形態では、使用者の
自宅の体重計や体脂肪計付体重計などで計測したデータを無線または操作部１２の操作に
より情報端末１０に出力している。
【００２５】
　上述のように、生体情報取得部１６は、さまざまなセンサの集合体として構成されてお
り、それぞれのセンサが異なる種類の生体情報を出力する。これらの出力を単独で、ある
いは組み合わせて判断することにより、使用者の特定の感情を推定できる。例えば、高い
心拍数及び精神性発汗が検出されるときには、撮影者は「焦り」を感じていると推定でき
る。センサの出力と感情の対応関係は検証的に求められており、対応関係を示すテーブル
を記憶部３０に記憶させておくことができる。そこで、感情推定においては、取得された
生体情報が、テーブルに記述された特定の感情パターンと一致するかを判断すれば良い。
【００２６】
　環境取得部２０は、時刻検出部２１、位置検出部２２、撮像部２３、画像解析部２４、
集音部２５及び集音解析部２６を有する。時刻検出部２１は、現在の時刻を検出する計時
機能を備える。位置検出部２２は、情報端末１０の位置を検出する。位置検出部２２は、
例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：全地球測位シス
テム）を備える。
【００２７】
　撮像部２３は、例えばＣＣＤ、ＣＭＯＳ等の撮像センサを含み、情報端末１０の周辺環
境の少なくとも一部を画像として撮像する。画像解析部２４は、例えばＡＳＩＣ（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｓｕｉｔ）などの
画像処理用チップであり、撮像部２３が撮像した画像を解析する。画像解析部２４は、例
えば、予め画像データベースに登録された画像特徴量を用いてパターン認識を実行するこ
とにより、画像に含まれる人物などの被写体を識別する。画像データベースは情報端末１
０が有していても、また、外部のサーバが有していてもよい。集音部２５は、例えばマイ
クであり、情報端末１０の周辺環境の少なくとも一部の音声を集音する。集音解析部２６
は、例えば音声処理チップであり、集音部２５が集音した音声を解析する。集音解析部２
６は、例えば、音声認識による音声のテキスト化、声紋分析による話者識別を実行する。



(7) JP 2017-76382 A 2017.4.20

10

20

30

40

50

声紋分析は、音声の大きさ（強さ）、周波数及び長さなどの音声特徴量を用いて、登録済
みの声紋データとパターンマッチングをすることにより話者を識別する。
【００２８】
　記憶部３０は、ハードディスク及びフラッシュメモリなどの不揮発性の記憶デバイスを
含み、情報端末１０が処理する各種データを記憶する。情報提供部４０は、表示制御部を
備える表示部４２及び音声出力制御部を備える音声出力部４４を有する。表示部４２は、
例えばＬＣＤパネルを含み、画像及びテキストなどを表示したり、使用者が操作を実行す
るためのメニューを表示したりする。音声出力部４４はスピーカを含み、音及び音声を出
力する。
【００２９】
　通信部４８は、インターネットなどの広域ネットワークにアクセスする無線通信ユニッ
ト、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による通信を実現するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）ユニット、及び、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）チップなどのＩＣチップを備える。本実
施形態において、情報端末１０は、通信部４８を介して他の情報端末、情報提供サーバ７
０及び環境センサ９８と通信を実行することができる。
【００３０】
　情報端末制御部５０は例えばＣＰＵを含み、情報端末１０の構成各部を統括的に制御し
て情報端末１０における処理を実行する。ここでは、情報端末制御部５０が、加速度検出
部１４、生体情報取得部１６及び環境取得部２０を介して取得するデータをセンサデータ
と呼ぶ。情報端末制御部５０が取得したセンサデータは、記憶部３０に記憶される。情報
端末制御部５０は、行動特定部５２、変化検出部５４、動き検出部５６、電子取引部５８
、所持金管理部６２、イベント情報取得部６４、スケジュール管理部６６及びスケジュー
ル変更部６８を有する。
【００３１】
　行動特定部５２は、取得したセンサデータを、行動とセンサデータとの関係を示す対応
データベースと照合させることによって、使用者の行動情報を特定する。使用者の行動情
報は使用者がどんな行動をしているかを示す情報である。行動とセンサデータとの関係を
示す対応データベースは、例えば基本的な内容は情報端末１０の製造段階で記憶部３０に
記憶させておく。使用者特有の内容は、操作部１２を用いて記憶部３０に記憶させたり、
集音部２５を用いた音声入力により記憶部３０に記憶させれば良い。本実施形態では、対
応データベースの例として、記憶部３０が行動ＤＢ３４を記憶している。行動特定部５２
は、特定した行動情報を、記憶部３０に蓄積する。なお、行動特定部５２は、行動ＤＢ３
４を参照することなく、取得したセンサデータから使用者の行動を特定するようにしても
よい。
【００３２】
　変化検出部５４は、行動特定部５２が特定した使用者の行動情報の変化を検出する。例
えば、変化検出部５４は、行動情報の変化として、使用者が毎日決まった時間に特定の行
動を実行しはじめたことを検出する。また変化検出部５４は、行動情報の変化として、決
まった時間に実行していた行動の内容が変わったことを検出する。そして変化検出部５４
は、検出した変化に対応する行動の頻度が予め定められた頻度を超えた場合に、その行動
を使用者の習慣と判断する。変化検出部５４は、習慣として判断した行動情報を、習慣を
示すデータである習慣データとして、記憶部３０に蓄積する。習慣検出の詳細については
後述する。
【００３３】
　動き検出部５６は、位置検出部２２及び加速度検出部１４の少なくとも一方の検出デー
タから、使用者の動きを検出する。動き検出部５６は、例えば、位置検出部２２が検出す
る位置データを継続的に取得して、位置データの単位時間当たりの変位から、使用者の移
動速度を検出する。また動き検出部５６は、位置検出部２２の検出データに加えて、加速
度検出部１４が検出した加速度を積分することによって使用者の移動速度を補助的に検出
する。これに加えて、角速度センサであるジャイロを前述した腕時計や靴に設けて、歩行
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時またはジョギング時の足の運びと、腕の振りとの連動から速度を算出するようにしても
よい。なお、本実施の形態において、動き検出部５６や加速度検出部１４が検出した加速
度の積分値から使用者の通常の歩く速度は時速４～５Ｋｍであり、使用者のウォーキング
速度（エクササイズウォーキング速度）は時速５～７Ｋｍであり、使用者のジョギング速
度は８～１１Ｋｍであることが検出されている。
【００３４】
　電子取引部５８は、通信部４８が有するＩＣチップを介して電子的な取引を実行する。
例えば、電子取引部５８は、周辺環境に設置された自動販売機と通信することにより、缶
ジュースなどの飲料の購入取引を実現する。購入取引の決済は、記憶部３０に記憶された
電子マネーを用いてもよく、また取引サーバを介したクレジットカード決済を採用しても
よい。電子取引部５８は、取引サーバを介したクレジットカード決済を採用した場合に、
取引サーバに記録された購買履歴を通信部４８を介して参照することにより、購買した商
品の情報を取得できる。所持金管理部６２は、使用者の所持金を管理する。本実施形態で
は、所持金管理部６２は、記憶部３０に記憶された電子マネーを、使用者の所持金として
管理する。
【００３５】
　イベント情報取得部６４は、使用者の行動に関連するイベント情報を取得する。イベン
ト情報取得部６４は、行動情報とイベント情報を関連付けた関連付けデータを参照するこ
とにより、使用者の行動に関連するイベント情報を取得する。例えば、関連付けデータが
車で移動する行動と渋滞情報とを関連付けている場合に、イベント情報取得部６４は、車
で移動する行動情報に対して、渋滞情報をイベント情報として取得する。イベント情報取
得部６４は、記憶部３０に記憶された関連付けデータを参照してもよく、また、情報提供
サーバ７０の記憶部８０に記憶された関連付けデータを、通信部４８を介して参照しても
よい。
【００３６】
　スケジュール管理部６６は、操作部１２を介して使用者によって入力され、記憶部３０
に記憶された使用者のスケジュールを管理する。スケジュール変更部６８は、記憶部３０
に記憶された使用者のスケジュールを変更する。例えば、スケジュール変更部６８は、変
化検出部５４によって検出された使用者の習慣を、記憶部３０に記憶された使用者のスケ
ジュールに追記する。
【００３７】
　情報提供サーバ７０は、インターネット及び高域ＬＡＮなどのネットワークに接続され
たサーバである。図１に示すように、情報提供サーバ７０は、通信部７８、記憶部８０及
び情報提供サーバ制御部９０を備える。
【００３８】
　通信部７８は情報端末１０の通信部４８と同様の構成を備える。情報提供サーバ７０は
、通信部７８を介して、情報端末１０の通信部４８と通信を実行できる。情報提供サーバ
７０は、例えば、情報端末１０から、情報端末１０の使用者の行動情報を受信する。また
情報提供サーバ７０は、情報端末１０から、情報端末１０の使用者の習慣データを受信す
る。
【００３９】
　記憶部８０は、ハードディスク及びフラッシュメモリなどの不揮発性の記憶デバイスを
含み、通信部７８を介して受信した情報端末１０の使用者の行動情報及び習慣データを蓄
積する。なお情報端末１０には、情報端末１０を識別するための管理ＩＤが予め割り当て
られており、情報端末１０は、使用者の行動情報及び習慣データとともに、割り当てられ
た管理ＩＤを情報提供サーバ７０に送信する。記憶部８０は、通信部７８が受信した行動
情報及び習慣データを、受信した管理ＩＤに対応する蓄積領域に蓄積する。
【００４０】
　情報提供サーバ制御部９０は、例えばＣＰＵを含み、情報提供サーバ７０の構成各部を
統括的に制御して、情報提供サーバ７０における処理を実行する。情報提供サーバ制御部
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９０は、情報抽出部９４及びイベント情報取得部９６を有する。
【００４１】
　情報抽出部９４は、情報端末１０から受信した習慣データに対応する行動に関連する情
報を、記憶部８０から抽出する。例えば、情報抽出部９４は、行動に関連するウェブペー
ジ及び行動に関連する画像などを記憶部８０から抽出する。情報抽出部９４が抽出した情
報は、情報提供サーバ制御部９０によって、通信部７８を介して情報端末１０へ送信され
る。イベント情報取得部９６は、通信部７８を介して情報端末１０から受信した情報端末
１０の使用者の行動情報に対して、関連するイベント情報を記憶部８０から取得する。
【００４２】
　環境センサ９８は、情報端末１０の周辺環境に設置されたセンサである。例えば、環境
センサ９８は、会社の会議室に設置された会議用カメラ及び街中に設置された街中撮影用
のＷｅｂカメラなどである。環境センサ９８は通信機能を有しており、情報端末１０と通
信することができる。例えば、会議用カメラは、会議室内の画像及び情報端末１０の使用
者を含む会議室内にいる人物の画像などを撮像して、撮像した画像を、使用者が所持する
情報端末１０に対して送信する。会議用カメラと会議室内の使用者が所持する情報端末１
０との通信は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）により実現できる。
【００４３】
　情報端末１０は通信部４８を介して、情報端末１０の周辺画像及び周辺にいる人物画像
などの情報端末１０の周辺環境に関する情報を環境センサ９８から取得できる。情報端末
制御部５０は、取得した周辺環境に関する情報を、センサデータとして記憶部３０に蓄積
する。このように、情報端末１０が備える構成各部だけでなく環境センサ９８からも使用
者の行動情報を収集することにより、例えば使用者自身の画像など、情報端末１０が備え
るセンサでは、取得しにくい情報を容易に取得できる。
【００４４】
　図２は、使用者によって予め登録された人物のデータベースである人物ＤＢ３２の例を
示す図である。人物ＤＢ３２には、各人物の属人情報が人物名と対応付けて登録されてい
る。属人情報とは人物に関連する属性情報であり、図２に示す例では、属人情報として、
性別、使用者との間柄、趣味及び使用者との親密度が登録されている。また人物ＤＢ３２
には、各人物を撮像した画像データを特定する情報と、各人物の声紋データを特定する情
報が登録されている。画像データ及び声紋データは記憶部３０に記憶されており、人物Ｄ
Ｂ３２には、各画像データ、各声紋データに対するポインタが登録されている。例えば、
「画像１」は「青山一郎」を撮像した画像データを特定するポインタである。
【００４５】
　人物ＤＢ３２に登録されている画像データを特定するポインタは、例えば、画像解析部
２４が、撮像部２３により撮像された画像に含まれる人物を特定する場合に使用される。
画像解析部２４は、撮像部２３によって撮像された画像の画像データと、記憶部３０に記
憶された複数の画像データとを比較することにより、類似度合いの条件を満たす画像デー
タを判定する。そして画像解析部２４は、類似度合いの条件を満たす画像データを特定す
るポインタが、人物ＤＢ３２内に登録されている場合に、人物を特定する。また同様にし
て、人物ＤＢ３２に登録されている声紋データを特定するポインタは、例えば、集音解析
部２６が、集音部２５により集音された音声を発声した人物を特定する場合に使用される
。
【００４６】
　なお、情報端末制御部５０は、画像解析部２４と集音解析部２６との一方の出力からで
は人物が特定できない場合には、画像解析部２４と集音解析部２６との他方の出力を参照
して人物を特定すればよい。これに加え、情報端末制御部５０は、時刻検出部２１が検出
した時刻や、位置検出部２２が検出した位置を参照して人物を特定してもよい。これによ
り、人物特定の精度を向上することができる。
【００４７】
　親密度は、各人物と使用者との間の親密さの度合いを表す。図２に示す例では、両親及
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び友人の親密度が高く設定され、単なる知人の金子七男の親密度が低く設定されている。
なお、ここでは、情報端末制御部５０が、使用者によって入力された属人情報を記憶部３
０に記憶する例を挙げて説明したが、例えば、情報端末１０がメールの送受信機能を備え
ている場合に、情報端末制御部５０が、メールの送受信データ及びアドレス帳データを参
照して、親密度を登録してもよい。具体的に情報端末制御部５０は、人物ＤＢ３２に登録
された人物に対するメールの送受信データを参照して、送受信頻度の高低を親密度の高低
として人物ＤＢ３２に登録する。
【００４８】
　図３は、情報端末１０により取得されるセンサデータの例を示す図である。図３に示さ
れる表の左端は、時刻検出部２１によりセンサデータが取得された時間帯を示す。そして
、時間帯を示す欄の隣に位置する「画像」の欄は、その時間帯に撮像部２３によって撮像
された画像を、画像解析部２４が解析した結果を示す。「画像」の欄の隣に位置する「音
声」欄は、集音部２５により集音された音声を集音解析部２６が解析した結果を示す。ま
た「音声」の欄の隣に位置する「位置情報」の欄は、位置検出部２２により検出された位
置情報を示す。また「位置情報」の欄の隣に位置する「購買情報」の欄は、電子取引部５
８により取得された購買情報を示す。
【００４９】
　図３に示す例では、使用者の撮像部２３により、７：００－７：０１に、「岡田六子」
と「犬」の画像が取得されている。画像解析部２４は、上述したように、人物ＤＢ３２を
使用することによって、撮像部２３が撮像した画像に含まれる人物として「岡田六子」を
識別する。また画像解析部２４は、予め記憶された画像認識用データベースを参照して被
写体を識別できる。画像認識用データベースには、犬の画像、自動販売機の画像など複数
のパターンが登録されており、画像解析部２４は、画像認識用データベースに登録された
画像と撮像画像をパターン認識することによって、被写体を識別する。画像認識用データ
ベースは、記憶部３０が記憶していてもよく、また、情報提供サーバの記憶部３０に記憶
された画像認識用データベースを参照してもよい。
【００５０】
　画像解析部２４は、人物ＤＢ３２に登録されている人物を識別した場合に、その人物の
間柄を参照することによって、情報端末１０の周辺環境を検出できる。例えば、画像解析
部２４の識別した人物が「父」、「母」、「友人」の場合には、周辺環境として、プライ
ベートな状況であることを取得し、識別した人物が「上司」、「同僚」の場合には、周辺
環境として、非プライベートな状況であることを取得する。上述したように画像解析部２
４が「岡田六子」を識別した場合には、人物ＤＢ３２を参照すると端末の使用者に対する
「岡田六子」の間柄は「母」であるので、周辺環境として、プライベートな状況であるこ
とを取得する。なお、人物ＤＢ３２の間柄には、プライベートまたは非プライベートの関
連付けが予め規定されている。
【００５１】
　音声としては、「犬の鳴き声」が取得されている。集音解析部２６は、記憶部３０また
は情報提供サーバ７０の記憶部８０に記憶された音声識別用データベースを参照すること
により、犬の鳴き声を識別する。位置情報としては、「自宅」が取得されている。位置検
出部２２は、例えばＧＰＳにより検出した位置データをもとに、記憶部３０に記憶された
地図データを参照することにより、位置データが示す場所の名称を識別する。記憶部３０
に記憶された地図データは、地図に含まれる場所の名称と、その場所の位置データを対応
付けたデータを含む。地図上における自宅の場所に対応する位置データは予め使用者によ
って登録される。なお位置検出部２２は、情報提供サーバの記憶部８０に記憶された地図
データを、通信部４８を介して参照してもよい。
【００５２】
　また、位置情報として、移動の情報を取得することもできる。図３に示す例では、２０
：００－２０：０１において「自宅近辺を移動」と「やや速い速度で移動」が取得されて
いる。情報端末制御部５０は、例えば、位置検出部２２が検出した位置が「自宅」から予
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め定められた範囲内であり、動き検出部５６が移動を検出した場合に「自宅近辺を移動」
と判断する。この場合、急ぎ足での帰宅かウォーキングの可能性がある。情報端末制御部
５０は、位置検出部２２の出力に基づいて帰宅（自宅と最寄の駅との移動）かウォーキン
グかを判断すれば良い。これに代えて、情報端末制御部５０は、やや速い速度で移動して
いる時間を時刻検出部２１により検出してもよい。具体的には、急ぎ足で帰宅に要する時
間が１５分程度であるのに対して、ウォーキングの場合は３０分以上継続することが予想
されるため、情報端末制御部５０は、やや速い速度で移動している時間から帰宅かウォー
キングかを判断することができる。
【００５３】
　また、情報端末制御部５０は、動き検出部５６が検出した移動速度が、予め定められた
移動速度よりも遅い場合に「遅い速度で移動」と判断する。「遅い速度で移動」の場合は
、使用者が重い荷物を持っている場合、子供などと一緒に歩いている場合、気分が沈んで
いる場合などが想定される。情報端末制御部５０は、環境取得部２０や生体情報取得部１
６などの出力からいずれの場合に相当するかを判断する。
【００５４】
　位置検出部２２は、通信部４８を介した環境センサ９８との通信によって、環境センサ
９８から位置情報を取得してもよい。例えば、情報端末１０を所持する使用者が会社の会
議室におり、情報端末１０と会社の会議室に設置されている会議用カメラとが短距離通信
によって通信した場合に、位置検出部２２は、会議用カメラから「会議室」を示す位置情
報を受信できる。
【００５５】
　また、会議室に出入りする人を認証する認証システムが導入されている場合には、情報
端末１０は、認証システムと通信することによって位置情報を取得できる。例えば、会議
室に入室する人を認証するための認証ＩＤが記憶部３０に記憶されており、会議室の入口
に設置された認証リーダに情報端末１０をかざして入室するような認証システムにおいて
は、情報端末１０の使用者が会議室に入室したことが記録される。そこで、情報端末１０
は、記憶部３０の認証ＩＤに対応する入室記録を認証システムから取得することにより、
「会議室」を位置情報として取得できる。
【００５６】
　購買情報は、使用者が情報端末１０を使用して買物をした情報を示す。情報端末制御部
５０は、電子取引部５８及び時刻検出部２１を介して購買情報を取得する。図３に示す例
では、２１：００－２１：０１に、購買情報として「缶ジュース」が登録されている。
【００５７】
　なお図３では、取得したデータの解析結果を１分おきに登録する例を挙げて説明したが
、時間間隔は１分に限らず他の時間間隔としてもよい。また、取得データの特徴量が変化
した場合に解析結果を取得するように処理しても良い。例えば、情報端末制御部５０は、
撮像部２３により撮像している画像の画像特徴量を、画像解析部２４に継続して解析させ
る。そして、情報端末制御部５０は、画像特徴量の変化が予め定められた閾値を超えた場
合に、取得データの特徴量が変化したと判断する。
【００５８】
　図４は、記憶部３０に記憶された行動ＤＢ３４の例を示す図である。行動ＤＢ３４は、
上述したように、行動とセンサデータとの関係を示す対応データベースである。行動ＤＢ
３４には、「海にいる」、「犬の世話」、「自宅周囲をウォーキング」などの行動と、そ
の行動をしている時に検出されることが予想されるセンサデータが対応付けて登録されて
いる。行動ＤＢ３４に登録された行動に対応付けられたセンサデータを、行動特定条件と
呼ぶ。図４では、行動特定条件の例として、画像、音声及び位置情報が登録された例を示
している。また行動ＤＢ３４には、各行動がプライベートな行動であるか、非プライベー
トな行動であるかを示す種別データが登録されている。
【００５９】
　行動特定部５２は、位置検出部２２から海辺に該当する位置データを取得して、時刻検
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出部２１により検出した海辺の滞在時間が予め定められた時間（例えば１０分）を越えた
場合に、「海にいる」という行動を特定する。また行動特定部５２は、例えば、１分間と
いう予め定められた時間内に犬の画像及び犬の鳴き声を取得して、更に位置情報が自宅を
示す場合に、「犬の世話」という行動を特定する。すなわち行動特定部５２は、一種類の
センサデータからだけでなく、複数種類のセンサデータが行動ＤＢ３４の行動特定条件と
一致するかによって行動を特定できる。
【００６０】
　行動ＤＢ３４には、前述したように集音部２５が集音した音声に含まれるキーワードを
行動特定条件として登録してもよい。例えば、犬の世話を特定する条件に、「お手」、「
おすわり」といった犬の世話に関連するキーワードを登録できる。また、センサデータか
ら識別した人物の情報を行動特定条件に加えて、行動を特定してもよい。例えば、位置情
報が会議室を示しており、上司、同僚の画像を継続して取得した場合に、「会議」という
行動を特定できる。
【００６１】
　なお図４では、「会議」という行動に対して、複数の行動特定条件が登録されているが
、行動特定部５２は、全ての行動条件に合致した場合に行動を特定してもよいし、複数の
行動特定条件のうち予め指定された行動特定条件を満たした場合に行動を特定しても良い
。例えば、行動特定部５２は、位置情報が会議室であることと、音声が、上司又は同僚の
声、スケジュールというキーワード、結論というキーワードの少なくともいずれかを満た
すことを条件として「会議」という行動を特定できる。行動を特定するための条件は、例
えば、操作部１２を介して使用者に入力された条件を、情報端末制御部５０が記憶部３０
に記憶しておく。
【００６２】
　行動特定部５２は、動き検出部５６が検出した使用者の動きに基づいて行動を特定して
もよい。例えば、海にいる行動を検出した場合に、加速度検出部１４からの出力が検出さ
れなければ、情報端末１０を身につけずにロッカーなどにしまっている可能性が高いので
、海において情報端末１０を取り外す行動、例えばサーフィン又は海水浴と特定できる。
【００６３】
　また、加速度検出部１４からの出力が検出された場合は、使用者が海辺で動いているこ
とになるので、行動特定部５２は、海において情報端末１０を装着したままにする行動、
例えば釣り又はバーベキューと特定できる。また行動特定部５２は、動き検出部５６が、
自宅から最寄駅などの予め定められた距離よりも長い距離の移動を検出した場合であって
、通常の歩く速度よりも速い場合に海辺をジョギングとして行動を特定してもよい。この
ように、使用者の動きに基づいて行動を特定することにより、使用者の行動をより具体的
に特定できる。なお、取得したセンサデータが、複数の行動の行動特定条件と一致した場
合、本実施形態においては、最初に特定された行動を採用する。
【００６４】
　図５は、行動特定部５２により特定され、収集された行動情報の例を示す図である。図
５は、図３に示すセンサデータを取得した場合に収集される行動情報の例を示している。
行動特定部５２は、取得したセンサデータと、行動ＤＢ３４に登録された行動特定条件と
が一致した場合に、一致した行動特定条件に対応付けて登録されている行動が実行されて
いると特定する。更に行動特定部５２は、特定した行動の後、例えば５分以内にセンサデ
ータが同じ行動特定条件と一致した場合には、その行動が継続されていると判定する。
【００６５】
　例えば図３に示すセンサデータの場合、７：００－７：０１では、犬の画像、犬の鳴き
声を取得して、位置情報が自宅を示していることから、行動特定部５２は、「家で犬の世
話」を行動情報として特定している。行動特定部５２は、７：０１－７：０３は行動特定
条件が成立していないが、７：０４－７：０５に成立しているので、犬の世話が継続して
いると判定する。行動特定部５２は、特定した行動が継続していると判定した場合には、
その時点からまた５分以内に同じ行動特定条件を満たすか否かを判定する。そして５分以
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上成立しなかった場合には、行動特定部５２は、その行動が終了したと判定する。ここで
は、犬の世話が７：３０まで継続した場合を例に挙げている。
【００６６】
　また２０：００－２１：００においては、図３に示す２０：００－２０：０１の「自宅
近辺を移動」及び「やや速い速度で移動」というセンサデータが、行動ＤＢ３４の「自宅
周囲をウォーキング」の行動特定条件と一致していることから、行動特定部５２は、行動
情報として「自宅周囲をウォーキング」を特定している。なお、前述したように、行動特
定部５２は、行動ＤＢ３４を参照することなくセンサデータから自宅周囲のウォーキング
を特定してもよい。ここでは、自宅周囲をウォーキングする行動が２１：００まで継続し
た場合を例に挙げている。２３：００－２４：００においては、画像が暗闇であり、位置
情報が自宅であることから行動特定部５２は、「就寝」を特定している。なお行動特定部
５２は、ベッドに敷かれた押圧センサと通信して「就寝」を特定してもよい。
【００６７】
　図６は、情報端末１０により実行される、行動情報の収集処理を示すフローチャートで
ある。情報端末１０は、例えば１０分おきなど、定期的に本フローチャートに示す行動情
報収集処理を実行する。まずステップＳ６０２では、行動特定部５２が、記憶部３０に記
憶されたセンサデータを読み出す。
【００６８】
　ステップＳ６０４では、行動特定部５２が、読み出したセンサデータをもとに行動ＤＢ
３４を検索して行動を特定する。そしてステップＳ６０６では、情報端末制御部５０が、
行動特定部５２によって行動を特定できたか否かを判断する。情報端末制御部５０は、行
動ＤＢ３４を検索した結果、一致する行動がなかった場合には行動が特定できなかったと
判定する。行動が特定できた場合はステップＳ６０８に進み、行動が特定できなかった場
合はステップＳ６１８に進む。
【００６９】
　ステップＳ６０８では、情報端末制御部５０が、ステップＳ６０６で特定された行動が
プライベート関係の行動であるか否かを判定する。情報端末制御部５０は、行動ＤＢ３４
における特定された行動の種別の欄を参照することによって、プライベート関係の行動で
あるか否かを判定する。特定した行動がプライベート関係の行動である場合には、ステッ
プＳ６１０に進む。
【００７０】
　ステップＳ６１０では、行動特定部５２が、行動情報を記録する記録レベルを高に設定
する。記録レベルは、取得したセンサデータを記録する場合の情報の詳細さを示す値であ
る。例えば記録レベルが低に設定されている場合には、記録レベルが高に設定されている
場合に比べて、撮像部２３が撮像した画像の解像度を下げて記録する。このように画像の
解像度を下げて記録することにより、例えば、撮像部２３が、会議室のホワイトボードを
撮像した場合に、ホワイトボードの文字が読み取ることのできない程度の解像度で記録さ
れるので、機密情報の漏洩を防止できる。なお、情報端末制御部５０は、解像度を下げる
のに代えて撮像部２３による撮像を禁止するようにしてもよい。また、情報端末制御部５
０は、表示部４２に地図情報を表示して、使用者の非プライベート領域であるビジネス領
域を指定させるとともに、位置検出部２２がビジネス領域を検出したときに、撮像部２３
による撮像の解像度を下げたり、撮像を禁止するようにしてもよい。
【００７１】
　ステップＳ６１２では、行動特定部５２が、特定した行動情報を、プライベート関係の
記録先に記録する。プライベート関係の記録先としては、例えばインターネットなどの公
開されたネットワーク上に設置された情報提供サーバ７０が挙げられる。情報端末制御部
５０は、情報提供サーバ７０に割り振られた管理ＩＤとともに、通信部４８を介して情報
提供サーバ７０に対して行動情報を送信する。情報提供サーバ７０は、受信した行動情報
を、記憶部８０の、受信した管理ＩＤと一致する蓄積領域に記録する。
【００７２】
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　一方、ステップＳ６０８で、プライベート関係の行動でないと判定された場合には、ス
テップＳ６１４に進む。ステップＳ６１４では、行動特定部５２が、記録レベルを低に設
定する。記録レベルが低に設定されることによって、取得したセンサデータは、情報の詳
細さの度合いを下げて記録される。なお、これに代えて、情報端末制御部５０はセンサデ
ータの記録を禁止したり、環境取得部２０による環境情報の取得を禁止するようにしても
よい。
【００７３】
　ステップＳ６１６では、行動特定部５２が、行動情報を、非プライベート関係の記録先
に記録する。非プライベート関係の記録先としては、例えば、会社内に設置され、会社内
のみからアクセス可能な情報提供サーバ７０が挙げられる。非プライベート関係の行動情
報を会社内などのセキュリティレベルの高い記録先に記録することにより、機密情報の漏
洩を防止できる。
【００７４】
　ステップＳ６１８では、情報端末制御部５０が、未処理のセンサデータがあるか否かを
判定する。そして、未処理のセンサデータがあると判定された場合は、ステップＳ６０２
に進んでその未処理のセンサデータを読み出す。未処理のセンサデータがないと判定され
た場合は、処理を終了する。なお、図６に示すフローチャートでは、行動がプライベート
関係の行動であるか否かによって、記録レベルの変更及び記録先の変更を両方実行する例
を挙げて説明したが、記録レベルの変更または記録先の変更のいずれかを実行するように
してもよい。
【００７５】
　図７は、第１の実施形態に係る、記憶部３０に記憶された行動情報を利用した処理を示
すフローチャートである。本実施形態では、毎日夜中の１２時に情報端末１０が本フロー
に示す処理を実行する場合を例に挙げて説明する。
【００７６】
　ステップＳ７０２では、情報端末制御部５０が、１日の間に記録された行動情報のうち
の１つを記憶部３０から読み出す。ステップＳ７０４では、変化検出部５４が、読み出し
た行動情報が記憶部３０に蓄積されている既存の習慣データと一致するか否かを判定する
。例えば、読み出した行動情報が「２０：００－２１：００に自宅周囲をウォーキング」
であり、「２０：００－２１：００に自宅周囲をウォーキングする」という習慣データが
記憶部３０に蓄積されている場合、既存の習慣と一致したと判断する。既存の習慣と一致
しなかった場合にはステップＳ７０６に進む。
【００７７】
　ステップＳ７０６では、変化検出部５４が、読み出した行動情報と、記憶部３０に既に
蓄積されている過去の行動情報とを比較する。ステップＳ７０８では、情報端末制御部５
０が、読み出した行動情報が示す行動が、時系列で予め定められた回数繰り返されている
か否かを判定する。
【００７８】
　変化検出部５４は、異なる期間毎に、繰り返しがあるか否かを判定する。例えば、１日
毎、２日毎、３日毎、…に繰り返しがあるか、１週間毎、２週間毎、３週間毎、…に繰り
返しがあるかを判定する。また変化検出部５４は、特定のパターンについて繰り返しがあ
るか否かを判定する。例えば、同じ日付毎に繰り返しがあるか、休日毎に繰り返しがある
かを判定する。
【００７９】
　そして繰り返しが検出された場合に、変化検出部５４は、繰り返しが予め定められた回
数以上であるか否かを判定する。予め定められた回数は、例えば３回、５回などの回数と
して、事前に記憶部３０に記憶される。なお、予め定められた回数を繰り返しの期間毎に
異なる回数としてもよい。繰り返しの期間毎に異なる回数としては例えば、１日毎の繰り
返しであれば５回、１月毎の繰り返しであれば３回とされる。予め定められた回数は、操
作部１２を介した使用者の入力によって変更することができる。情報端末制御部５０は、
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ステップＳ７０８で予め定められた回数以上繰り返されていると判定された場合にはステ
ップＳ７１０に進み、予め定められた回数以上繰り返されていないと判定された場合には
ステップＳ７１４に進む。
【００８０】
　ステップＳ７１０では、情報端末制御部５０が、読み出した行動情報を新たな習慣デー
タとして記憶部３０に蓄積する。なお、情報端末制御部５０は、操作部１２を介して、使
用者から習慣の蓄積を取り消す取消指示を受け付けた場合に、記憶部３０に記憶された、
取消指示を受けた習慣に対応する習慣データを削除する。情報端末制御部５０は、表示部
４２を制御して記憶部３０に記憶された既存の習慣データを一覧表示させる。そして情報
端末制御部５０は、一覧表示に対する使用者の選択指示を、操作部１２を介して受け付け
ることによって取消指示を受け付ける。
【００８１】
　ステップＳ７１２では、情報提供部４０が、情報端末制御部５０からの指示に応じて、
習慣として蓄積した行動に関連する情報を提供する第１関連情報提供処理を実行する。例
えば、情報提供部４０は、新たに自宅周囲をウォーキングするという習慣が検出された場
合には、ウォーキングに関連する情報として、ウォーキングシューズを販売しているウェ
ブページ及びウォーキングにお勧めのコースなどの情報を提供する。第１関連情報提供処
理の詳細については後述する。
【００８２】
　ステップＳ７１４では、変化検出部５４が、読み出した行動情報が示す行動と、共起イ
ベントの組み合わせが、予め定められた回数以上繰り返されているかを判定する。ここで
共起イベントとは、ある行動に付随して実行される行動を示す。例えば、ウォーキングを
した後にジュースを飲む場合は、ジュースを飲む行動がウォーキングに対する共起イベン
トであり、フットサルの練習後に飲食店に行く場合は、飲食店に行く行動がフットサルの
練習に対する共起イベントである。
【００８３】
　変化検出部５４は、例えば、読み出した行動情報が示す行動の前後２つずつの行動を共
起イベントとして取得する。また変化検出部５４は、読み出した行動情報が示す行動の前
後１時間の間に実行された行動を共起イベントとして取得してもよい。
【００８４】
　情報端末制御部５０は、ステップＳ７１４で、予め定められた回数以上繰り返されてい
ると判定された場合には、ステップＳ７１６に進む。情報端末制御部５０は、予め定めら
れた回数以上繰り返されていないと判定された場合は、ステップＳ７２４に進む。ステッ
プＳ７１６では、情報端末制御部５０が、行動と共起イベントの組み合わせを、新たな習
慣データとして記憶部３０に蓄積する。ステップＳ７１８では、情報提供部４０が、習慣
として蓄積された行動に関連する情報を提供する第１関連情報提供処理を実行する。
【００８５】
　一方、ステップＳ７０４において、変化検出部５４が、読み出した行動情報が既存の習
慣データと一致すると判定した場合に、ステップＳ７２０に進む。ステップＳ７２０では
、情報端末制御部５０が、読み出した行動情報と一致した習慣の実行頻度を更新する。記
憶部３０に蓄積された既存の習慣データには、習慣毎に実行頻度を示す情報が対応付けら
れており、情報端末制御部５０は、この実行頻度を示す情報を更新する。
【００８６】
　ステップＳ７２２では、更新された実行頻度と予め定められた閾値とを変化検出部５４
が比較する。閾値は、習慣毎に予め設定されて、記憶部３０に記憶されている。例えば、
毎日の習慣に対しては５日毎、毎月の習慣に対しては３月毎などの閾値が設定される。情
報端末制御部５０は、操作部１２を介して使用者によって入力された閾値を記憶部３０に
記憶してもよく、また予め設定された閾値を変更してもよい。なお、当初毎日行なってい
た習慣の頻度が減ったり、逆に毎月の習慣の頻度が上がり毎週行なうようになった場合に
は、情報端末制御部５０は、その習慣毎に前述の閾値を変更してもよい。
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【００８７】
　ステップＳ７２４では、情報端末制御部５０が、未処理の行動情報が有るか否かを判定
する。そして、未処理の行動情報があると判定した場合にはステップＳ７０２に進んでそ
の行動情報を読み出す。未処理の行動情報が無いと判定した場合にはステップＳ７２６に
進む。
【００８８】
　ステップＳ７２６では、情報端末制御部５０がステップＳ７０２で読み出した行動情報
と記憶部３０に記憶されている使用者の習慣とを比較し、使用者の習慣のうち行動情報が
ない習慣を抽出する。ここでは、行動情報がない習慣としてブログの更新とジョギングと
が抽出されたとし、いずれの頻度も週に１回として説明を続ける。
【００８９】
　そして、情報端末制御部５０は、特定されなかった習慣の更新頻度が低下しているかど
うか判断し、特定された習慣の更新頻度が所定期間内であれば本フローチャートを終了し
、特定された習慣の更新頻度が所定期間を超えて更新されていなければステップＳ７２８
に進む。前述のブログ更新の頻度が週に１回程度であり、前回の更新から３日しか過ぎて
いなければステップＳ７２６の判断はＮｏとなり、前回の更新から１週間を過ぎていれば
ステップＳ７２６の判断はＹｅｓとなる。また、ジョギングは、前回の実施から１週間が
過ぎているものとする。
【００９０】
　ステップＳ７２８では、情報端末制御部５０は、更新頻度が所定期間超えた習慣の再開
を促すかどうかを判断する。情報端末制御部５０は、前述のブログ更新が１週間過ぎてい
る場合にはステップＳ７２８の判断をＹｅｓとする。一方、情報端末制御部５０は、ジョ
ギングが１週間行なわれていない場合には、例えば、情報抽出部９４から天気、気温、湿
度などの情報を抽出したり、生体情報取得部１６から使用者の生体情報を取得する。そし
て、情報端末制御部５０は、３５度を超えるような高い気温が続いたり、氷点下近くの低
い気温が続く場合や、使用者の体調が優れない場合には、ステップＳ７２８の判断をＮｏ
とする。なお、情報端末制御部５０は、前述したように、体脂肪計付体重計のデータから
体重や脂肪の増加が認められた場合には、ステップＳ７２８の判断をＹｅｓとしてジョギ
ングの再開を促すようにする。なお、気温や湿度などの情報は、情報抽出部９４に代えて
環境取得部２０に温度計や湿度計を設けて検出するようにしてもよい。
【００９１】
　ステップＳ７３０では、情報端末制御部５０は、使用者の習慣の再開を連絡する日時を
決定する。具体的には、情報端末制御部５０は、ブログの更新であれば、これまでの履歴
から使用者がブログを更新する曜日や時間帯に合わせて表示部４２への表示するように予
約する。また、情報端末制御部５０は、ジョギングの再開であれば、週末に表示部４２へ
の表示をするように予約する。この際に天気予報や、気温、湿度などを考慮して表示予約
をしてもよい。上記２つの習慣は種別がプライベートであるため、情報端末制御部５０は
、位置検出部２２の出力から使用者がビジネス領域にいると判断した場合や、使用者の行
動履歴からビジネスを行なっている時間帯であると判断した場合を避けるようにして、前
述の表示予約を行なう。
【００９２】
　なお、この表示に先立ち情報端末制御部５０は、使用者の生体情報を生体情報取得部１
６から取得して使用者がイライラしていないのを確認したり、使用者がリラックスしてい
るのを確認してから習慣の再開を促す表示を行なうようにしてもよい。
【００９３】
　また、情報端末制御部５０は、習慣を行なった回数や時間をカウントして、それぞれの
習慣について頻度が増加傾向にあるか低下傾向にあるかを記憶部３０に蓄積する。この場
合に、情報端末制御部５０は、習慣の再開を促したかどうかも合わせて記憶部３０に記憶
させる。これにより、情報端末制御部５０は、使用者のそれぞれの習慣についての頻度を
確認することができるとともに、習慣に対する全体的な使用者の傾向（例えば、仕事が多
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忙で習慣の頻度が減っている、公私共々充実しているなど）も確認することができる。ま
た、月謝や年間費を払っている習慣について頻度が減っている場合には、情報端末制御部
５０は、費用対効果が低下している旨の表示を表示部４２に行なうようにしてもよい。
【００９４】
　上述では、習慣としてブログやジョギングといった１人でできる習慣について説明した
が、例えば、フットサルのように複数人で行う習慣の場合には、使用者にフットサルの再
開を促しても実現しないものもある。このような場合、本実施の形態では、情報端末制御
部５０は、図２の人物ＤＢからフットサル仲間である遠藤四十郎を抽出するとともに、環
境取得部２０や前述のメール送受信機能に基づき遠藤四十郎とのコンタクトがあるかどう
か判断し、コンタクトがあったことやイベント情報取得部９６によりフットサルの情報を
取得したことをトリガーとしてフットサルの再開を促すようにしてもよい。この場合も、
情報端末制御部５０は、遠藤四十郎とのコンタクトの回数や時間が増加傾向か減少傾向か
を判断し、遠藤四十郎とのコンタクトが著しく減少している場合には、再開を促すのを止
めてもよい。
【００９５】
　図７に示すフローチャートでは、行動の繰り返し回数を基準として、記憶部３０から読
み出した行動情報を新たな習慣データとして蓄積するか否かを判定する例を挙げて説明し
たが、行動の繰り返し回数に加えて、使用者の生体情報を判断基準として加えてもよい。
例えば、行動をしている間の、使用者の心拍数の変化が少ない場合には、行動に慣れてお
り、その行動は習慣である可能性が高い。逆に、行動をしている間の、使用者の心拍数の
変化が大きい場合には、行動に慣れていないため緊張したり、ときめいたりすることを示
している可能性があり、その行動は習慣でない可能性が高い。そこで、変化検出部５４は
、繰り返し回数が予め定められた回数以上でありかつ、生体情報の変化が予め定められた
閾値よりも小さい場合に、行動情報が習慣であると判定してもよい。
【００９６】
　また、行動の繰り返し回数に加えて、使用者の発声内容を判断基準として加えてもよい
。例えば、一定時間内の同じ単語（例えば、有名人やスポーツチームなどの名前）の発声
回数が多い場合には、使用者がその単語に興味を持っていると予測できる。そこでまず、
集音解析部２６が、使用者の発声を音声認識した結果のテキスト情報を解析して、発声に
含まれる単語の発声回数を計数する。そして、一定時間内の発声回数が予め定められた閾
値を超えた場合に、使用者が興味を持っている単語として、集音解析部２６により解析さ
れた単語を情報端末制御部５０が記憶部３０に登録する。変化検出部５４は、記憶部３０
に登録された使用者が興味を持っている単語を参照することにより、行動の繰り返し回数
が予め定められた回数以上でありかつ、行動に対応する単語が記憶部３０に登録されてい
る場合に、行動情報が習慣であると判定してもよい。
【００９７】
　図７に示すフローチャートのステップＳ７１０、ステップＳ７１６において記憶部３０
が蓄積した新たな習慣データが示す習慣を、スケジュール管理部６６が、管理するスケジ
ュール情報に反映させてもよい。例えば、毎日２０：００－２１：００に自宅周囲をウォ
ーキングする習慣が検出された場合には、スケジュール管理部６６は、毎日２０：００－
２１：００の時間帯に自宅周囲をウォーキングする行動を、記憶部３０に記憶されている
スケジュール情報に追加する。
【００９８】
　また図７に示すフローチャートでは、毎日夜中の１２時に情報端末１０が本フローに示
す処理を実行する場合を例に挙げて説明したが、例えば１時間毎に実行してもよい。また
、情報端末制御部５０が行動情報を収集する度に本フローを実行してもよい。
【００９９】
　図８は、ステップＳ７１２、Ｓ７１８の第１関連情報提供処理の具体的処理を示すフロ
ーチャートである。ステップＳ８０２では、情報端末制御部５０が、行動に関連する情報
を記憶部３０及び情報提供サーバ７０から検索する。情報端末制御部５０は、ステップＳ
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７０２で特定した行動情報を検索条件として、記憶部３０及び情報提供サーバ７０を検索
する。例えば、行動情報が「自宅周囲をウォーキング」の場合、記憶部３０の人物ＤＢ３
２に登録された伊藤二郎の趣味と一致する。そこで情報端末制御部５０が、伊藤二郎の人
物名又は伊藤二郎の画像を表示するべく表示部４２に表示の予約を行なうための制御信号
を送信する。この際に、情報端末制御部５０は、図６のフローチャートのステップＳ６０
８にて行動情報をプライベートと非プライベートに判別しているので、この判別結果に基
づき表示部４２への表示態様を設定する。
【０１００】
　ウォーキングの場合は、時刻検出部２１が検出した日時や、位置検出部２２が検出した
位置や、撮像部２３が撮像した画像から情報端末制御部５０がプライベートであることを
判別できるので、表示する時間をプライベートの時間帯に予約する。表示部４２は、受信
した表示の予約を行うための制御信号に従って、表示を実行する。更に、情報端末制御部
５０は、音声出力部４４を用いて音声案内を行なう場合に、プライベートの場合は非プラ
イベートの場合に比べて音声出力部４４の音量を大きくしてもよい。
【０１０１】
　また、行動情報が、過去においても行動情報の変化として検出されて、習慣として登録
されたことがある場合には、情報端末制御部５０は、過去における行動情報を検索結果と
して取得する。例えば、行動情報が「自宅周囲をウォーキング」であって、過去に自宅周
囲のウォーキングを習慣としていたことがある場合には、過去の行動情報と一致する。そ
こで、情報端末制御部５０は、過去に自宅周囲のウォーキングをしていた時の歩く速度、
及び自宅周囲のウォーキングという習慣の継続期間などを表示するべく表示部４２に表示
の予約を行なうための制御信号を送信する。このように、ある習慣について、同じ習慣を
過去に実行していた時の情報を提供することにより、使用者の記憶から失われている情報
を想起させることができる。
【０１０２】
　情報提供サーバ７０を検索する場合、情報端末制御部５０は、情報提供サーバ７０の記
憶部８０に記憶された関連情報データベースを検索する。関連情報データベースには、習
慣毎に、その習慣に関連するウェブページ及びその習慣を実行している使用者の情報が登
録されている。例えば、情報端末制御部５０が自宅周囲のウォーキングについて関連情報
データベースを検索する場合、自宅周囲のウォーキングという習慣と関連付けて登録され
ているウォーキングシューズの販売ページ、ウォーキングを習慣としている人のウォーキ
ング時の歩く速度及び実行頻度などを取得できる。なお、本実施形態では、記憶部３０と
情報提供サーバ７０の両方に対して検索を実行する例を挙げて説明したが、いずれか一方
を対象としてもよい。
【０１０３】
　ステップＳ８０４では、情報端末制御部５０が、ステップＳ８０２の検索により関連情
報を特定できたか否かを判定する。関連情報を特定できた場合はステップＳ８０６に進み
、特定できなかった場合は第１関連情報提供処理を終了する。ステップＳ８０６では、情
報端末制御部５０が、特定した関連情報を記憶部３０に記憶する。
【０１０４】
　また図７及び図８に示すフローチャートでは、記憶部３０に蓄積した全ての新たな習慣
データについて、関連情報を提供する例を挙げて説明したが、予め定められた条件に一致
する場合に関連情報を提供してもよい。予め定められた条件とは、検出された習慣に対し
て使用者が興味を持っているか否かを判定する条件である。例えば、情報端末制御部５０
は、行動情報として過去に使用者が情報に関連する検索を行っていたか否かを条件とする
。具体的に、情報端末制御部５０は、使用者がウォーキングというキーワードで検索を行
ったことがある場合に、ウォーキングに関連する情報を提供するべく情報提供部４０に制
御信号を送信する。そして情報提供部４０は、情報端末制御部５０から受信した制御信号
に応じて、ウォーキングに関連する情報を表示又は音声出力することによって提供する。
使用者が検索を行ったことがある場合に関連情報の提供を実行することにより、使用者が
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興味を持っていると予想される行動に対して、関連情報を提供できる。
【０１０５】
　また図７及び図８に示すフローチャートでは、情報端末１０が、行動情報から習慣を検
出して、検出した習慣に関連する情報を表示する例を挙げて説明したが、表示以外の処理
の少なくとも一部を情報提供サーバ７０が実行してもよい。例えば、情報提供サーバ７０
は、情報端末１０から、使用者の行動情報を予め受信して、記憶部８０に記憶する。次に
、受信した行動情報の変化を検出して、検出した変化に対応する行動の頻度に従って習慣
を検出する。そして、検出した習慣に関連する情報を記憶部８０から抽出して、情報端末
１０に送信する。
【０１０６】
　図９は、第２の実施形態に係る、スケジュール管理部６６が管理するスケジュール情報
の例を示す図である。スケジュール情報には、開始時間と終了時間からなる時間帯と、そ
の時間帯に実行することが予定されている行動と、その行動を実行する場合に使用する移
動手段とが対応付けて記録される。そして、時間帯、行動及び移動手段の組み合わせが、
上から下に向かって時間順に羅列される。なおここでは、使用者が見知らぬ土地を訪れる
場合において、操作部１２を介して使用者によりあらかじめ入力されたスケジュールを例
示している。例えば、７：００から７：２０には、宿から駅Ａへ徒歩で移動するスケジュ
ールが登録されている。なお、各行動の終了時刻を完了予定と呼ぶ。例えば、宿から駅Ａ
へ徒歩で移動するスケジュールにおいては、７：２０が完了予定である。
【０１０７】
　図１０は、第２の実施形態に係る、記憶部３０及び記憶部８０に記憶された行動情報を
利用した処理を示すフローチャートである。本実施形態では、予め入力されたスケジュー
ルに従って行動する使用者の行動情報を収集して、収集した行動情報に基づいて、スケジ
ュールを遂行するのに有用な情報を提供する場合を例に挙げて説明する。また、本実施形
態では、記憶部８０に記憶された複数の使用者の行動情報のうち、使用者が入力した検索
入力に対応する行動情報を使用者に提供する例を挙げて説明する。なお、第２の実施形態
における情報端末１０及び情報提供サーバ７０のハードウェア構成は、第１の実施形態と
同様である。
【０１０８】
　まずステップＳ１００２では、スケジュール管理部６６が、記憶部３０に記憶されたス
ケジュール情報を取得する。ここでは、図９に示すスケジュール情報を取得した場合を例
に挙げる。次にステップＳ１００４では、情報端末制御部５０が、使用者の行動情報を収
集する。情報端末制御部５０は、使用者の行動情報として、位置情報、移動速度、画像、
音声、使用者の生体情報、属人情報、移動手段、所持金情報及び荷物情報を環境取得部２
０や生体情報取得部１６などを用いて収集する。
【０１０９】
　生体情報取得部１６は、例えば、使用者が疲労しているまたは焦っているなどの生体情
報を取得する。また、生体情報取得部１６は、集音部２５が集音した使用者の発した音声
を、集音解析部２６が音声認識した結果として、くしゃみの数、鼻をすする音及びガラガ
ラ声などを受信した場合に、体調を崩している旨の生体情報を取得する。また、生体情報
取得部１６は、集音解析部２６から受信した使用者の発声内容から、「頭が痛い」、「風
邪をひいた」など、体調が悪いことを示すキーワードとして予め登録されたキーワードを
検出した場合に、体調を崩している旨の体調情報を取得する。
【０１１０】
　情報端末制御部５０は、操作部１２による入力や、環境取得部２０により取得した情報
に基づき、使用者の性別や年齢といった属人情報を記憶部３０に記憶している。また、情
報端末制御部５０は、属人情報の一つとして、同行者の情報を取得してもよく、本第２実
施形態では、情報端末制御部５０が撮像部２３及び集音部２５が取得した画像及び音声に
基づいて、父である岡田五郎が同行者として特定されている。
【０１１１】
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　また、情報端末制御部５０は、電子取引部５８が通信部４８の有するＩＣチップを介し
て自動券売機と電子的な取引を実行することにより使用者の移動手段を検出してもよい。
情報端末制御部５０が、電子取引部５８により取得した購買情報を参照して、購入した商
品を特定することにより荷物情報を取得できる。また、例えば、使用者の靴に荷重センサ
を備え付けておき、情報端末制御部５０が荷重センサの出力を取得して、荷重の変化を検
出することにより荷物を持ったことを検出してもよい。すなわち、情報端末制御部５０が
、通信部４８を介して靴の荷重センサの出力を受信して、荷重量が大きくなることを検出
した場合に、その変化分の重さの荷物を持ったと判定できる。この際に、前述した体重計
の無線から使用者の体重を確認してもよい。また、例えば、環境センサ９８として街頭に
設置されたＷｅｂカメラが撮像した使用者自身の画像を、Ｗｅｂカメラから通信部４８を
介して取得した場合に、画像解析部２４が、取得した画像を画像認識することにより荷物
情報を取得しても良い。
【０１１２】
　ステップＳ１００６では、イベント情報取得部６４が、スケジュール情報に関連して観
光地Ｂで開催されていたり、開催が予定されている催しや移動予定場所への交通情報など
のイベント情報を取得する。イベント情報取得部６４は、通信部４８を介して、交通情報
を提供するＷｅｂページ、観光地Ｂ内での催しの情報を提供するＷｅｂページ等にアクセ
スすることにより、イベント情報を取得できる。
【０１１３】
　ステップＳ１００８では、情報端末制御部５０が、ステップＳ１００４で収集した行動
情報から、現時点において実行されているスケジュールの完了予測を算出する。情報端末
制御部５０は、現時点において実行されているスケジュールが完了する予測時間を完了予
測として算出する。完了予測は、スケジュールの開始時間と、収集した行動情報から取得
した開始時間の差分から算出できる。
【０１１４】
　例えば、「９：２０－９：５０に観光地Ａから観光地Ｂへ移動する」というスケジュー
ルに対して、行動情報から取得した開始時間が９：３０だった場合に、情報端末制御部５
０は開始時間の差分である１０分を、スケジュールの終了時間である９：５０に加算した
１０：００を完了予測として算出できる。また、情報端末制御部５０は、使用者が所持し
ている荷物の情報及び同行者の情報などを完了予測に反映してもよい。荷物情報及び同行
者などの情報を反映した完了予測の具体的な算出については、後述する。
【０１１５】
　ステップＳ１０１０では、情報端末制御部５０が、算出した完了予測と、スケジュール
情報における完了予定とを対比して、スケジュールを予定通りに実行できる可能性を示す
実行可能性を算出する。情報端末制御部５０は、算出した完了予測が、スケジュール情報
の完了予定に対して遅れていない場合には、実行可能性を１００％と判定する。また、情
報端末制御部５０は、情報端末制御部５０は、算出した完了予測が、スケジュール情報の
完了予定に対して遅れている場合には、より遅れているほど可能性が低くなる算出法を採
用することによって実行可能性を算出できる。
【０１１６】
　ここでは、スケジュールに要する時間と、スケジュールの終了時間と完了予測との差分
の比率を、予め定められた第１の閾値及び第１の閾値よりも値が大きい第２の閾値と比較
する算出法を採用した場合を例に挙げる。情報端末制御部５０は、スケジュールに要する
時間と、スケジュールの終了時間と完了予測との差分の比率が第１の閾値よりも低い場合
には実行可能性が高いと判定する。また第１の閾値よりも大きく第２の閾値よりも小さい
場合には実行可能性が高低なしと判定し、第２の閾値よりも高い場合には、実行可能性が
低いと判定する。
【０１１７】
　ここで、第１の閾値が０．１、第２の閾値が０．２５と設定されていた場合を例に挙げ
て説明する。１２：００－１３：００に昼食というスケジュール情報に対して、１３：０
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５という完了予測が算出された場合、スケジュールに要する時間は６０分であり、スケジ
ュールの終了時間と完了予測との差分は５分である。この場合、算出した比率は約０．０
８となり、第１の閾値よりも低いので、情報端末制御部５０は、実行可能性が高いと判定
する。また、１２：００－１３：００に昼食というスケジュール情報に対して、１３：２
０という完了予測が算出された場合、スケジュールに要する時間は６０分であり、スケジ
ュールの終了時間と完了予測との差分は２０分である。この場合、算出した比率は約０．
３３となり、第２の閾値よりも高いので、情報端末制御部５０は、実行可能性を低いと判
定する。
【０１１８】
　情報端末制御部５０は算出した実行可能性が低いと判定された場合に、表示部４２によ
り実行可能性が低い旨を表示する。表示部４２は、テキストとして実行可能性が低い旨を
表示してもよく、また実行可能性が低い旨を示す画像を表示してもよい。また表示部４２
は、情報端末制御部５０が算出した実行可能性が高いと判定された場合には、実行可能性
が高い旨をテキストとしてまたは実行可能性が高い旨を示す画像を表示する。ここで、実
行可能性が低い旨を示す画像及び高い旨を示す画像とは、使用者が実行可能性の高低を認
識できる画像であり、例えば、実行可能性が低い場合に×、高い場合に○を示す画像であ
ってよく、また実行可能性が低い場合に黄色信号、高い場合に青信号を表す画像であって
よい。
【０１１９】
　ステップＳ１０１２では、情報提供部４０が、スケジュールに対する情報提供処理を実
行する。情報提供部４０は、スケジュールの完了予測が、スケジュールにおける完了予定
よりも遅い場合には、急ぐ必要がある旨を示す情報を表示するかまたは、スケジュールの
変更を促す情報を表示する。また情報提供部４０は、行動情報によりスケジュールの遂行
状況に基づいて情報を提供する。
【０１２０】
　ステップＳ１０１４では、情報端末制御部５０が、ステップＳ１００８で算出した完了
予測と、スケジュールにおける完了予定とを対比して、完了予測と完了予定の差が予め定
められた閾値を超えているか否かを判定する。完了予測と完了予定との差が閾値以上の場
合は、ステップＳ１０１６に進む。閾値以上でない場合は、ステップＳ１０２０に進む。
【０１２１】
　ステップＳ１０１６では、スケジュール変更部６８が、完了予測と完了予定の差に基づ
いて、スケジュール管理部６６で管理され将来実行される予定であるスケジュールを変更
する。例えば、予め定められた閾値が１５分であって、１８：３０に駅Ａに到着する予定
となっているスケジュールに対して、完了予測が１８：１０だった場合に、スケジュール
変更部６８は、駅Ａから宿までの移動に対して、予定されていた経路よりも移動距離が長
い経路であって、記憶部３０に予め記憶された場所を含む経路に変更する。
【０１２２】
　予め登録された場所の具体例としては、桜の名所のように訪れることに価値がある場所
が挙げられる。記憶部３０は、例えば、操作部１２を介して予め入力された場所の情報を
記憶する。また記憶部３０は、例えば、お勧めの場所情報を提供するサーバから通信部４
８を介して取得した場所情報を記憶してもよい。またスケジュール変更部６８は、通信部
４８を介して記憶部８０に記憶された場所情報を参照してもよい。また逆に、完了予測が
、完了予定を超えている場合は、スケジュール変更部６８が、スケジュールを短縮または
削除する変更を加える。
【０１２３】
　ステップＳ１０１８では、情報提供部４０が、変更したスケジュールを通知する。なお
、変更スケジュールの通知とともに、ステップＳ１０１２と同様にして、変更スケジュー
ルに対する情報を提供しても良い。
【０１２４】
　本実施形態において、情報端末１０は、情報提供サーバ７０に記憶されている複数の使
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用者の行動情報から、検索入力に対応する行動情報を取得して使用者に提供する機能を有
する。例えば、情報端末１０は、観光地Ｂを散策した人の行動情報を希望する旨の検索入
力を受け付けた場合に、過去に観光地Ｂを散策した人の行動情報を情報提供サーバ７０か
ら取得して、使用者に提供する。そこで、ステップＳ１０２０では、情報端末制御部５０
が、使用者による検索入力を受け付けたか否かを判定する。
【０１２５】
　具体的にはまず、情報端末制御部５０は、操作部１２を介した使用者からの指示に応じ
て、表示部４２に検索入力の待ち受け画面を表示させる。なお、情報端末制御部５０は、
ステップＳ１０２０のタイミングに限らず、使用者からの指示を受け付けた任意のタイミ
ングで待ち受け画面の表示を実行してよい。情報端末制御部５０は、検索入力として、使
用者の行動の目的を示す行動目的の入力を受け付ける。表示部４２は、待ち受け画面とし
て、行動目的を入力するための入力欄を表示する。
【０１２６】
　情報端末制御部５０は、散策、買物、移動などを行動目的の候補として表示部４２に表
示してよい。表示部４２は、散策を候補として表示する場合に、行動目的の一部としての
散策する場所を問い合わせる表示をする。また、表示部４２は、買物を候補として表示す
る場合に、買物をする場所及び買物の対象物を問い合わせる表示をする。また、表示部４
２は、移動を候補として表示する場合に、移動の出発地及び到着地を問い合わせる表示を
する。使用者は、表示された候補を選択することにより、行動目的を入力できる。
【０１２７】
　情報端末制御部５０は、散策する場所、買物をする場所、移動の出発地及び到着地を問
い合わせる表示をする場合に、情報端末１０の現在地を示す場所の名称を候補として表示
部４２に表示させてもよい。また、表示部４２は、場所の指定を受け付けるべく、情報端
末１０の現在地付近の地図を選択可能に表示してもよい。使用者は、意図する行動目的が
候補に含まれる場合には、候補の選択によって問い合わせに応じる。また、使用者は、意
図する行動目的が候補に含まれない場合には、入力欄に直接入力することによって問い合
わせに応じる。情報端末制御部５０は、受け付けた検索入力及び、時刻検出部２１により
検出した検索入力を受け付けた時刻を関連付けて、記憶部３０に記憶する。
【０１２８】
　情報端末制御部５０は、ステップＳ１０２０において、以上の処理により検索入力を受
け付けたと判断した場合に、ステップＳ１０２２に進む。ステップＳ１０２２では、情報
端末制御部５０が、検索入力に対応する行動情報を含む関連情報を表示する関連情報表示
処理を実行する。関連情報表示処理についての詳細は、後述する。関連情報表示処理の終
了後、情報端末制御部５０は、ステップＳ１０２４に進む。
【０１２９】
　また、ステップＳ１０２０において、情報端末制御部５０が、検索入力を受け付けてい
ないと判断した場合に、ステップＳ１０２４に進む。ステップＳ１０２４では、情報端末
制御部５０が、ステップＳ１００４で取得した行動情報と、スケジュール情報とを比較す
ることにより、スケジュールが完了したか否かを判定する。スケジュールが完了していな
い場合は、ステップＳ１００４に戻る。スケジュールが完了した場合は処理を終了する。
【０１３０】
　図１１は、記憶部３０に記憶された、荷物情報に対する行動予測テーブルの例を示す図
である。行動予測テーブルは、行動情報に対して予測される使用者の行動制約と、利用し
得る移動手段とのマトリックスに対して付与されたスケジュール遂行係数が登録されたテ
ーブルデータである。スケジュール遂行係数は、スケジュールの遂行の妨げになる度合い
が大きいほど、小さい値を示す係数である。
【０１３１】
　図１１に示す行動予測テーブルでは、例えば、移動手段「徒歩」に対して、行動制約と
して、荷物がない場合は１、荷物が軽い場合には０．９８、荷物が重い場合には０．９０
がスケジュール遂行係数として登録されている。情報端末制御部５０は、現在実行してい
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るスケジュールの完了予測を算出する場合に、スケジュール遂行係数を用いることができ
る。
【０１３２】
　情報端末制御部５０は、スケジュールされた時間に対して、１からスケジュール遂行係
数を減算した数を乗ずることにより、余分に係る時間を算出することにより完了予測を算
出する。例えば、宿から駅Ａへ徒歩で移動するのに２０分かかるスケジュールの場合であ
って、行動情報として重い荷物を持っている荷物情報が収集された場合、２０分に対して
、１から０．９を減算した０．１を乗じた結果である２分という時間が余分に係る時間と
して算出される。情報端末制御部５０は、予定時間を２分超過した時間を、完了予測とし
て算出する。このように、行動予測テーブルを参照することにより、スケジュールの完了
予測の精度を向上できる。
【０１３３】
　また、情報端末制御部５０は、情報提供サーバ７０の記憶部８０に記憶された、使用者
以外の人の行動情報を参照することにより、完了予測を取得してもよい。例えば、スケジ
ュール情報が観光地Ａから観光地Ｂへの移動の場合、観光地Ａから観光地Ｂへ移動した人
の行動情報から消費時間を取得して、完了予測としてもよい。
【０１３４】
　図１２は、同行者に対する行動予測テーブルの例を示す図である。図１２に示す行動予
測テーブルでは、同行者が子供及び年配の人の場合に、スケジュール遂行係数が低く設定
されている。例えば、移動手段が徒歩であって、同行者が子供の場合はスケジュール遂行
係数が０．９５、同行者が大人の場合にはスケジュール遂行係数が１であり、子供を連れ
て歩く方が、大人と一緒に歩くよりもスケジュール遂行の妨げになる度合いが大きいこと
を、スケジュールの完了予測に反映できる。本第２実施形態においては、前述のように岡
田五郎が同行者であるため、情報端末制御部５０はスケジュール遂行計数として０．９４
を設定している。なお、同行者を年齢毎に登録したり、同行者が複数人の場合について登
録するなど、より細かい登録データとしても良い。
【０１３５】
　図１３は、天気に対する行動予測テーブルの例を示す図である。図１３に示す行動予測
テーブルでは、天候の悪化に伴ってスケジュール遂行係数の値が小さくなるように値が登
録されている。例えば、移動手段が徒歩であって、天気が弱い雨の場合はスケジュール遂
行係数が０．９５、強い雨の場合はスケジュール遂行係数が０．８５であり、天気が晴れ
の場合よりも強い雨の場合の方がスケジュール遂行の妨げになる度合いが大きいことをス
ケジュールの完了予測に反映できる。なお、情報端末制御部５０は、通信部４８を介して
、天気情報を提供するウェブページを参照することにより、天気の情報を取得してもよい
。
【０１３６】
　記憶部３０はさらに、生体情報に対する行動予測テーブルとして、睡眠時間に対する行
動予測テーブルを有しても良い。生体情報取得部１６は、使用者の睡眠を解析するための
睡眠センサと通信することにより、使用者の睡眠時間を取得できる。また、使用者の瞬き
を検出して、瞬きの特徴と睡眠時間の対応関係は検証的に求められており、対応関係を示
すテーブルを記憶部３０に記憶させておくことができる。睡眠時間に対する行動予測テー
ブルには、睡眠時間が短いほどスケジュール遂行係数が低く設定される。また記憶部３０
は、使用者が起床してからの経過時間、使用者の声のトーンに対応する行動予測テーブル
を記憶しても良い。
【０１３７】
　図１４は、ステップＳ１０１２のスケジュールに対する情報提供処理の具体的な処理を
示すフローチャートである。まず、ステップＳ１４０２では、情報端末制御部５０が、ス
ケジュールの変更に対する許容度を取得する。スケジュールの変更に対する許容度とは、
スケジュールを変更した場合に、次のスケジュールに与える影響が大きいほど、小さい値
をとる度合いである。
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【０１３８】
　例えば、飛行機に間に合わなかった場合と電車に間に合わなかった場合とでは、飛行機
に間に合わなかった場合の方が次のスケジュールに与える影響が大きいので、情報端末制
御部５０は、飛行機に搭乗する前のスケジュールの許容度を低く設定する。また同じ電車
であっても、都心の電車と都心よりも運行本数が少ない村落の電車とでは、村落の電車の
方が次のスケジュールに与える影響が大きい。そこで、情報端末制御部５０は、村落の駅
に移動するスケジュールの許容度を都心の駅に移動するスケジュールの許容度よりも低く
設定する。なお、許容度は、操作部１２の操作により入力するようにしてもよい。
【０１３９】
　設定された許容度は、記憶部３０または記憶部８０に記憶される。情報端末制御部５０
は、スケジュールを変更した場合の代替手段を検索して、余分に係る時間が多いほど、許
容度を低く設定する。例えば、観光地Ａから観光地Ｂへ移動する場合に、情報端末制御部
５０は、乗車予定の電車と、乗車予定の電車の次の電車とで、観光地Ｂに到着する時刻の
差を算出して、算出した差が大きいほど許容度を低く設定する。
【０１４０】
　ステップＳ１４０４では、情報端末制御部５０が、ステップＳ１００６で取得したイベ
ント情報の中に、スケジュールに関係するイベントがあるか否かを判定する。情報端末制
御部５０は、スケジュールにおける移動経路に含まれる場所と近い場所で発生するイベン
ト情報がある場合には、関係するイベントがあると判定する。例えば、情報端末制御部５
０は、スケジュールが「観光地Ｂから観光地Ｃへ移動する」の場合に、観光地Ｂから観光
地Ｃへの移動経路上に、渋滞の情報がある場合に、関係するイベントがあると判定する。
ステップＳ１４０４において、スケジュールに関係するイベントがあると判定された場合
にはステップＳ１４０６に進み、関係するイベントがないと判定された場合には本フロー
チャートを終了する。
【０１４１】
　ステップＳ１４０６では、情報端末制御部５０が、ステップＳ１４０２で取得した許容
度及びステップＳ１００６で取得したイベント情報に基づいて、情報提供部４０に提供さ
せる提供情報を作成する。具体的には、情報端末制御部５０は、許容度が低いスケジュー
ルに対しては、スケジュールを予定通り遂行することを推奨する提供情報として、例えば
、急ぐ必要がある旨を警告する画像情報を提供情報として作成する。また、情報端末制御
部５０は、許容度が高いスケジュールに対しては、スケジュールに対して遅れている旨を
示すテキストデータを、提供情報として作成する。
【０１４２】
　また情報端末制御部５０は、スケジュールに関係するイベント情報を情報提供部４０に
提供させる提供情報として作成する。例えば、観光地Ｂから観光地Ｃへタクシーで移動す
るスケジュールに対して、移動経路上に渋滞があるイベント情報を取得した場合には、情
報端末制御部５０は、移動経路上に渋滞がある旨を示すテキストを提供情報として作成す
る。
【０１４３】
　図１４に示すフローチャートのステップＳ１４０６において、提供情報を作成する場合
に、使用者の動きに合わせて提供情報を作成してもよい。例えば、情報端末制御部５０は
、スケジュールが観光地Ａから観光地Ｂへの移動であって、使用者の移動速度が、使用者
の平均歩行速度よりも遅い場合に、移動経路上において、階段のない道及び坂道の少ない
道など、使用者にかかる負担が少ない経路を推奨する提供情報を作成する。情報端末制御
部５０は、ステップＳ１４０６で作成した情報をステップＳ１４０８で表示部４２により
表示して本フローチャートを終了する。
【０１４４】
　図１５は、ステップＳ１０２２の関連情報表示処理の具体的な処理を示すフローチャー
トである。ステップＳ１５０２では、情報端末制御部５０が、ステップＳ１０２０で受け
付けた検索入力やステップＳ１００４で収集した使用者本人の行動情報に基づいて検索条
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件を作成する。更に、情報端末制御部５０は、使用者の生体情報、属人情報及び所持金情
報の少なくとも１つを検索条件に加えても良い。ここでは、使用者が観光地Ａから観光地
Ｂへの移動中の午前９時３０分に観光地Ｂの情報を検索するものとし、属人情報として５
０代の父親がいること、及び２人の本日の所持金が２万円程度であることを入力したとす
る。
【０１４５】
　ステップＳ１５０４では、情報端末制御部５０が、記憶部８０に記憶された複数の使用
者（他人）の行動情報から、検索入力に対応する行動情報を取得する。情報提供サーバ制
御部９０は、記憶部８０に既に蓄積されている過去の行動情報のうち、５０代の父親と息
子が観光地Ｂを訪ねたときの行動記録を検索するとともに、２万円程度の予算で観光地Ｂ
を散策する行動情報を検索する。
【０１４６】
　ここで、情報提供サーバ制御部９０は、受け付けた検索条件に、観光地Ｂを散策するル
ート（例えば、地点Ａ→地点Ｄ→地点Ｂという散策ルート）や、お土産情報や、昼食のレ
ストランなどの情報を取得する。また、属人情報として５０代の父親が検出されているの
で、情報提供サーバ制御部９０は、徒歩での移動の際に歩道橋などの階段を使わないルー
トや、起伏の大きな道ではなく平坦な道を選んでルート案内を行なうようにすれば良い。
なお、上述では、情報提供サーバ制御部９０は、他人の行動情報に基づく検索を行なった
が、使用者が観光地Ｂを以前訪ねたことがある場合には、使用者自身の行動情報を検索し
てもよい。
【０１４７】
　ステップＳ１５０６では、情報端末制御部５０が、使用者が行動する時点の情報を取得
する。情報端末制御部５０は、情報提供サーバ制御部９０により午前９時３０分時点の観
光地Ｂに関する情報（天気予報、交通情報、混雑具合）を取得する。
【０１４８】
　また、情報端末制御部５０は、使用者の行動時点が属する日付の特性に基づいた情報を
取得する。例えば、情報端末制御部５０は、統計的に交通量が多い日付が登録されている
登録データを参照する。そして、情報端末制御部５０は、使用者が行動する時点が属する
日が、統計的に交通量が多い日付に該当するか否かを判定する。統計的に交通量が多い日
付としては、例えば、週末、月末、またはいわゆる５・１０日が挙げられる。
【０１４９】
　ステップＳ１５０８では、情報端末制御部５０が、使用者が行動する時点以降の情報を
取得する。情報端末制御部５０は、使用者が観光地Ｂに到着する時刻は午前１０時頃にな
るため、情報提供サーバ制御部９０を用いて午前１０時以降の観光地Ｂの催し情報を取得
するとともに、午前１０時以降の観光地Ｂの混雑予想情報や、観光地Ｂの後に訪れる予定
である観光地Ｃへ移動する際の交通情報や、観光地Ｃ周辺の午後２時以降の天気予報を取
得する。
【０１５０】
　ステップＳ１５１０では、情報端末制御部５０がステップＳ１５０４、Ｓ１５０６、Ｓ
１５０８で所得した情報を表示部４２に表示する。ここで、情報端末制御部５０は、使用
者のスケジュール変更に関する情報を優先的に表示するようにしてもよい。例えば、観光
地Ｂから観光地Ｃへのタクシーでの移動で交通渋滞が予想されるようであれば、情報端末
制御部５０は交通渋滞予想を表示部４２に表示させる。また、天気予報により駅Ａ付近で
夕方からの雨が予想され、使用者の所持金に余裕があれば、情報端末制御部５０は、表示
部４２に天気予報と、駅Ａから宿へタクシーで移動した場合の予想代金を表示する。
【０１５１】
　一方、表示部４２は、例えば、観光地Ｂ内の地点Ｄで開催されている催しの情報を表示
する場合に、表示部４２は、観光地Ｂの地図上に、地点Ｄにおいて催しが開催されている
旨を示すアイコン、文字列等を表示する。また表示部４２は、観光地Ｂ内の地点Ｅで１時
間後に開催が予定されている催し物の情報を表示する場合に、観光地Ｂの地図上に、地点
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Ｅにおいて１時間後に催しの開催が予定されている旨を示すアイコン、文字列等を表示す
る。
【０１５２】
　ここで、情報端末制御部５０は、例えば、宿から駅Ａへ徒歩で移動したときの使用者の
移動速度が、使用者の平均歩行速度に対して、予め定められた閾値よりも遅い場合には、
使用者が疲労しているか、重い荷物を持っている可能性があるとして、催しが開催されて
いる地点への徒歩での移動距離が予め定められた距離よりも遠い場合には、催しの情報を
表示させないようにしても良い。また逆に、情報端末制御部５０は、使用者の移動速度が
、平均歩行速度よりも速い場合には、予め定められた距離より遠い場合であっても、催し
の情報を表示させても良い。
【０１５３】
　ステップＳ１５１２では、情報端末制御部５０がステップＳ１５１０で表示部４２に表
示した情報に基づき、使用者へのスケジュールの修正を問い合わせる。例えば、情報端末
制御部５０は、上述したように観光地Ｃへの出発時間を早くするかどうか、駅Ａから宿ま
でタクシーに乗るかどうかを表示部４２に表示させ、使用者の操作部１２による操作に従
う。使用者がスケジュールの変更を操作部１２から入力した場合に、情報端末制御部５０
はステップＳ１５１４に進む。
【０１５４】
　ステップＳ１５１４では、情報端末制御部５０は、使用者の入力に基づきスケジュール
を修正し、この修正したスケジュールを表示部４２に表示する。また、当初予定していな
い出費（駅Ａから宿までのタクシー利用）がある場合に、情報端末制御部５０は、所持金
のうち自由に使える金額を表示部４２に表示させる。なお、上述の説明では、表示部４２
を用いて使用者に情報提供を行なったが、音声出力部４４を用いた音声ガイドを行なって
もよい。
【０１５５】
　また、情報端末制御部５０は、ステップＳ１５０２において検索条件を作成するときに
、行動の性質を示す性質情報を検索入力として受け付けて、検索条件に加えても良い。性
質情報の例としては、コスト優先及び時間優先等が挙げられる。検索条件にコスト優先が
加えられた場合、ステップＳ１５０４において、情報提供サーバ制御部９０は、異なる性
質として分類された複数の行動情報のうち、コスト優先が対応付けられた行動情報を抽出
する。
【０１５６】
　ここで、既に蓄積されている行動情報への性質情報の対応付けは、その行動情報の収集
時等に行われる。例えば、情報端末制御部５０は、表示部４２に、コスト優先で行動する
か、時間優先で行動するかを事前に使用者に問い合わせる表示をさせる。そして、情報端
末制御部５０は、表示に対する使用者の入力を受け付けることによって、性質情報を取得
して、行動情報に対応付ける。なお、情報端末制御部５０は、表示部４２に、行動を終え
た使用者に対して性質情報を問い合わせる表示をさせてもよい。情報端末制御部５０は、
取得した性質情報と、取得した行動情報とを対応付けて記憶部３０に記憶する。記憶部３
０に記憶された性質情報及び行動情報は、通信部４８を介して記憶部８０に記憶される。
【０１５７】
　図１５に示すフローチャートでは、観光に関する情報を提供する例を中心に説明したが
、ビジネスの場面においては仕事の進行に関する情報を提供してもよい。
【０１５８】
　また、情報端末制御部５０は、司法試験合格等の目標情報を検索入力として受け付けた
場合に、同じく司法試験合格という目標情報を入力した他の使用者の行動情報を提供して
もよい。また更に、情報端末制御部５０は、検索入力を受け付けた時点以降も継続して取
得して、定期的に提供してもよい。同じ目標を持っている人の行動情報として、例えば、
その人が本を購入した場合にその本の情報、その人が予備校に行き始めた場合にその予備
校の情報などを提供することにより、使用者に対して、目標達成に対して有用な情報を提
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供できる。
【０１５９】
　また、司法試験合格という目標情報を検索入力として受け付けた場合に、その目標を達
成した人、すなわち弁護士資格保持者の行動情報を取得して情報提供部４０が提供しても
よい。情報提供サーバ７０は、使用者の保持資格を記憶部８０に予め登録しておくことに
よって、弁護士資格保持者を特定できる。目標を達成した人の行動情報を提供することに
より、使用者が興味を持つ情報を提供できる。
【０１６０】
　なお、本実施形態として以下の態様を含み得る。
　使用者の行動情報を収集する情報端末から前記行動情報を受信する受信部と、受信した
前記行動情報の変化を検出する検出部と、検出された前記変化に対応する行動の頻度に基
づいて、前記行動に関連する情報をデータベースから抽出する情報抽出部と、抽出された
前記情報を前記情報端末へ送信する送信部とを備える情報提供サーバ。
　使用者の行動情報を収集する収集ステップと、収集された前記行動情報の変化を検出す
る検出ステップと、検出された前記変化に対応する行動の頻度に基づいて、前記行動に関
連する情報を提供する情報提供ステップとをコンピュータに実行させる情報端末の制御プ
ログラム。
　使用者の行動情報を収集する情報端末から前記行動情報を受信する受信ステップと、受
信した前記行動情報の変化を検出する検出ステップと、検出された前記変化に対応する行
動の頻度に基づいて、前記行動に関連する情報をデータベースから抽出する情報抽出ステ
ップと、抽出された前記情報を前記情報端末へ送信する送信ステップとをコンピュータに
実行させる情報提供サーバの制御プログラム。
　使用者の行動情報を収集する収集部と、前記使用者の習慣を蓄積する蓄積部と、収集さ
れた前記行動情報における、蓄積された前記習慣を実行する頻度の低下に基づいて、前記
習慣に関連する情報を提供する情報提供部とを備える情報端末。
　前記情報端末の周辺環境を取得する環境取得部を備え、前記情報提供部は、前記環境取
得部が、前記頻度の低下を検出した時点における前記周辺環境と異なる前記周辺環境を検
出した場合に、前記情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記使用者の生体情報を取得する生体情報取得部を備え、前記情報提供部は、前記生体
情報取得部が、前記頻度の低下を検出した時点における前記生体情報と異なる前記生体情
報を検出した場合に、前記情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記蓄積部は、前記使用者から前記習慣の蓄積を取り消す取消指示を受け付けた場合に
、当該蓄積を取り消す上記記載の情報端末。
　スケジュールを管理するスケジュール管理部を備え、前記情報提供部は、管理された前
記スケジュールの記述を加味して、前記頻度の低下を判断する上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、前記習慣の他者との関連性に基づいて、前記情報を提供する上記記
載の情報端末。
　前記情報を外部サーバから取得する情報取得部を備える上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、前記習慣の再開を促す前記情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、前記習慣の分類情報に基づいて前記情報を提供するか否かを決定す
る上記記載の情報端末。
　使用者の行動情報を収集する情報端末から前記行動情報を受信する受信部と、前記使用
者の習慣を蓄積する蓄積部と、受信した前記行動情報における、蓄積された前記習慣を実
行する頻度の低下に基づいて、前記習慣に関連する情報をデータベースから抽出する情報
抽出部と、抽出された前記情報を前記情報端末へ送信する送信部とを備える情報提供サー
バ。
　使用者の行動情報を収集する収集ステップと、前記使用者の習慣を蓄積する蓄積ステッ
プと、収集された前記行動情報における、蓄積された前記習慣を実行する頻度の低下に基
づいて、前記習慣に関連する情報を提供する情報提供ステップとをコンピュータに実行さ
せる情報端末の制御プログラム。
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　使用者の行動情報を収集する情報端末から前記行動情報を受信する受信ステップと、前
記使用者の習慣を蓄積する蓄積ステップと、受信した前記行動情報における、蓄積された
前記習慣を実行する頻度の低下に基づいて、前記習慣に関連する情報をデータベースから
抽出する情報抽出ステップと、抽出された前記情報を前記情報端末へ送信する送信ステッ
プとを備える情報提供サーバの制御プログラム。
　検索入力を使用者から受け付ける受付部と、蓄積されている過去の行動情報のうち、前
記検索入力に対応する少なくとも一つの前記行動情報を提供する第１提供部と、前記使用
者が行動する時点と、前記行動する時点以降の少なくとも一方の情報を提供する第２提供
部と、を備える情報端末。
　前記使用者の動きを検出する検出部を備え、前記第２提供部は、前記検出部の検出結果
に応じた情報を提供することを特徴とする上記記載の情報端末。
　前記受付部は、前記検索入力として現在状況および行動目的の少なくとも一方を受け付
ける上記記載の情報端末。
　前記受付部は、前記検索入力として属人情報を受け付ける上記記載の情報端末。
　前記使用者の生体情報を取得する生体情報取得部を備え、前記第１提供部は、前記生体
情報に対応する前記行動情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記使用者のスケジュールを管理するスケジュール管理部を備え、前記第１提供部は、
前記スケジュールに対応する前記行動情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記使用者の所持金を管理する所持金管理部を備え、前記第１提供部は、前記所持金に
対応する前記行動情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記第１提供部は、異なる性質として分類された複数の前記行動情報を提供する上記記
載の情報端末。
　前記第１提供部は、一度の前記検索入力に対して、更新される前記行動情報を複数回取
得する上記記載の情報端末。
　前記第１提供部は、前記使用者以外の前記行動情報を受信する受信部を有する上記記載
の情報端末。
　前記第２提供部は、気象に関する情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記第２提供部は、交通情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記第２提供部は、前記使用者の行動時点が属する日付の特性に基づいて前記情報を提
供する上記記載の情報端末。
　検索入力を情報端末から受信する受信部と、蓄積されている過去の行動情報のうち、前
記検索入力に対応する少なくとも１つの前記行動情報を抽出して、前記情報端末へ送信す
る第１送信部と、前記情報端末の使用者が行動する時点と、前記行動する時点以降の少な
くとも一方の情報を、前記情報端末へ送信する第２送信部と、を備える情報提供サーバ。
　前記過去の行動情報を蓄積する蓄積部は、前記行動情報の行動時における動作主の生体
情報を関連付けて蓄積する上記記載の情報提供サーバ。
　検索入力を使用者から受け付ける受付ステップと、蓄積されている過去の行動情報のう
ち、前記検索入力に対応する少なくとも一つの前記行動情報を提供する第１提供ステップ
と前記使用者が行動する時点と、前記行動する時点以降との少なくとも一方の情報を提供
する第２提供ステップとをコンピュータに実行させる情報端末の制御プログラム。
　検索入力を情報端末から受信する受信ステップと、蓄積されている過去の行動情報のう
ち、前記検索入力に対応する少なくとも１つの前記行動情報を抽出して、前記情報端末へ
送信する第１送信ステップと、前記情報端末の使用者が行動する時点と、前記行動する時
点以降の少なくとも一方の情報を、前記情報端末へ送信する第２送信ステップとをコンピ
ュータに実行させる情報提供サーバの制御プログラム。
　使用者の行動情報を収集する収集部と、前記使用者のスケジュールを管理するスケジュ
ール管理部と、収集された前記行動情報と、前記スケジュール管理部で管理され実行され
ているスケジュールとの対比に基づいて、前記スケジュールの実行可能性を表示する表示
部とを備える情報端末。
　前記行動情報から算出される前記実行されているスケジュールの完了予測と、前記スケ
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ジュールにおける完了予定との対比に基づいて、前記スケジュール管理部で管理されてい
るスケジュールを変更する変更部を備える上記記載の情報端末。
　前記スケジュールに対する情報を提供する情報提供部を備える上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、前記行動情報から算出される前記実行されているスケジュールの完
了予測に基づいて、前記情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、前記行動情報による前記実行されているスケジュールの遂行状況に
基づいて、前記情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、前記スケジュール管理部で管理され将来実行される予定であるスケ
ジュールの変更に対する許容度に基づいて、前記情報を提供する上記記載の情報端末。
　前記許容度は、前記使用者によって予め設定される上記記載の情報端末。
　前記情報提供部は、外部から取得されるイベント情報に基づいて前記情報を提供する上
記記載の情報端末。
　前記イベント情報は、前記スケジュール管理部で管理され将来実行される予定であるス
ケジュールに関する交通情報を含む上記記載の情報端末。
　前記情報は、前記スケジュールを遂行するための選択肢である上記記載の情報端末。
　前記収集部は、前記行動情報として、前記使用者の荷物情報を収集する上記記載の情報
端末。
　前記収集部は、前記行動情報として、前記使用者の生体情報を収集する上記記載の情報
端末。
　前記収集部は、前記行動情報として、前記使用者の現在位置を収集する上記記載の情報
端末。
　前記収集部は、前記行動情報として、前記使用者の移動速度を収集する上記記載の情報
端末。
　前記収集部は、前記行動情報として、前記使用者の属人情報を収集する上記記載の情報
端末。
　前記収集部は、前記行動情報として、前記使用者が利用する移動手段情報を収集する上
記記載の情報端末。
　前記変更部は、予め設定された、前記行動情報に対して予測される前記使用者の行動制
約と利用し得る移動手段とのマトリックスに対して付与されたスケジュール遂行係数から
成る行動予測テーブルを参照して、前記スケジュールを変更する上記記載の情報端末。
　使用者の行動情報を収集する収集ステップと、収集された前記行動情報と、前記使用者
のスケジュールを管理するスケジュール管理部で管理され実行されているスケジュールと
の対比に基づいて、前記スケジュールの実行可能性を表示する表示ステップとをコンピュ
ータに実行させる情報端末の制御プログラム。
【０１６１】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
【０１６２】
　請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、およ
び方法における動作、手順、ステップ、および段階などの各処理の実行順序は、特段「よ
り前に」、「先立って」などと明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書
、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」などを用いて説明
したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【０１６３】
 １０　情報端末、１２　操作部、１４　加速度検出部、１６　生体情報取得部、２０　
環境取得部、２１　時刻検出部、２２　位置検出部、２３　撮像部、２４　画像解析部、
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２５　集音部、２６　集音解析部、３０　記憶部、３２　人物ＤＢ、３４　行動ＤＢ、４
０　情報提供部、４２　表示部、４４　音声出力部、４８　通信部、５０　情報端末制御
部、５２　行動特定部、５４　変化検出部、５６　動き検出部、５８　電子取引部、６２
　所持金管理部、６４　イベント情報取得部、６６　スケジュール管理部、６８　スケジ
ュール変更部、７０　情報提供サーバ、７８　通信部、８０　記憶部、９０　情報提供サ
ーバ制御部、９４　情報抽出部、９６　イベント情報取得部、９８　環境センサ、１００
　パーソナルアシストシステム

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月25日(2016.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯可能な電子機器であって、
　位置情報を取得する位置情報取得部と、
　加速度情報および角速度情報の少なくとも１つを取得する取得部と、
　前記位置情報取得部で取得した位置情報と、前記取得部で取得した加速度情報および角
速度情報の少なくとも１つとに基づいて、携帯している人物がしている運動を判定する判
定部と、を備える電子機器。
【請求項２】
　時刻情報を取得する時刻情報取得部と、
　前記判定部は、前記位置情報に基づく経路情報および距離情報、および前記位置情報と
前記時刻情報とに基づく移動速度の情報の少なくとも１つと、前記加速度情報および前記
角速度情報の少なくとも１つとに基づいて、携帯している人物がしている運動を判定する
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　生体情報を取得する生体情報取得部を備え、
　前記判定部は、前記生体情報取得部で取得した生体情報と、前記位置情報と、前記加速
度情報および前記角速度情報の少なくとも１つとに基づいて、携帯している人物がしてい
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る運動を判定する請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記生体情報取得部は、筋肉の状態、血圧、心拍数、脈拍、発汗量、体温のうち少なく
とも１つを取得する請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路情報、前記移動
速度の情報、記録する記録部を備える請求項３または４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記記録部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報それぞれの履歴情報を記録する請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記記録部に記録された情報を外部機器に送信する送信部を備える請求項５または６に
記載の電子機器。
【請求項８】
　前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路情報、前記移動
速度の情報を表示する表示部を備える請求項３から７のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記表示部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報または前記単位時間あたりの移動速度の情報、前記足の運びの
情報または前記腕の振りの情報を比較可能に表示する請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記表示部は、前記位置情報、前記時刻情報、前記生体情報、前記距離情報、前記経路
情報、前記移動速度の情報それぞれの履歴情報を比較可能に表示する請求項８または９に
記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記判定部は、携帯している人物が歩いているか、走っているか、乗り物に乗っている
かを判定する請求項１から１０のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項１２】
　音または音声を記録する記録部と、
　前記判定部で判定した運動に関する情報に基づいて、前記記録部に記録された音または
音声を出力する音出力部と、を備える請求項２から１１に記載の電子機器。
【請求項１３】
　運動に関する情報を予め取得する行動情報取得部と、
　前記音出力部は、前記行動情報取得部で取得した運動に関する情報と前記判定部で判定
した運動に関する情報とに基づいて、前記記録部に記録された音または音声を出力する請
求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記音出力部は、前記行動情報取得部で取得した運動に関する情報と前記判定部で判定
した運動に関する情報とが異なると、前記記録部に記録された音または音声を出力する請
求項１２または１３に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記音出力部は、前記行動情報取得部で取得した運動に関する情報と前記判定部で判定
した運動に関する情報とが異なると、前記記録部に記録された急ぐ旨を示す音または音声
を出力する請求項１２から１４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記運動に関する情報は、前記位置情報、前記時刻情報、前記距離情報、前記経路情報
、前記移動速度の情報の少なくとも１つである請求項１２から１５のいずれか１項に記載
の電子機器。
【請求項１７】
　コンピュータに、
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　位置情報を取得する位置情報取得手順と、
　加速度情報および角速度情報の少なくとも１つを取得する取得手順と、
　前記位置情報取得手順で取得した位置情報と、前記取得手順で取得した加速度情報およ
び角速度情報の少なくとも１つとに基づいて、携帯している人物がしている運動を判定す
る判定手順と、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１８】
　コンピュータに、
　位置情報を取得する位置情報取得手順と、
　加速度情報および角速度情報の少なくとも１つを取得する取得手順と、
　運動に関する情報を予め取得する行動情報取得手順と、
　前記位置情報取得手順で取得した位置情報と、前記取得手順で取得した加速度情報およ
び角速度情報の少なくとも１つとに基づいて、携帯している人物がしている運動を判定す
る判定手順と、
　前記行動情報取得手順で取得した運動に関する情報と前記判定手順で判定した運動に関
する情報とに基づいて、記録部に記録された音または音声を出力する音出力手順と、
　を実行させるためのプログラム。
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